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1. ドイツ民主共和国の発展と時期底分

小論の対象は， ドイツ民主共和国(以下 DDRという)における資本主義から社会主義へ

の移行期の最後の段階 (1958年より 1962年まで)での教育法制を分析・検討するものである。

このテーマに入る前の基礎的作業として，小論の対象とする時期に至るまでの DDRの社会発

展の時期区分を概観しておくこととしたい。

1963年初頭のドイツ社会主義統一党(以下 SEDという)第 6田大会は， DDRの社会発

展史の中で明確な転換期を闘しており，これを境として DDRにおける資本主義から社会主義

への移行期は終り，社会主義の全面的建設期に入る。 この第6回大会は，社会主義の勝利(社

会主義的生産関係が経済部門で支配的形態となる時期であり， 社会主義的民主主義が支配的

となる上部構造が体系的に形成された時期)を確認した記念すべき大会であり， したがってそ

れ以前の時期は， 社会主義的変革期の時期として把握されるべき時期といってよい。 SEDの
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Dokumenteをみる眼り， 1945年より 1962年に至るこの時期は， およそ 3期に区分される。

1945年より 1949年に至る 5年間は，民ファシズム・民主主義的革命の時期であり， 1950年よ

り社会主義的変革期に入り， それより 1957年に至るまでの時期が「社会主義の基礎の形成j

期， 1958年より 1962年までが「社会主義の勝利」の時期(社会主義的生産関係が支自己的とな

る持期)としておおよそ底分されている。

(1) 反ファシズム民主主義革命の吟期 (1945年-1949年)

1945年より 1949年に至る 5年間は，反ファシズム・民主主義革命の時期である。 この変

革期の政治的性格はブルジョア民主主義革命であり，その課題は，ブルジョア民主主義革命の

「完成jである1)。この過程で， r労働者階級は，皮ファシズム・民主主義卒命を組織し，

義の基礎を排除したj叱同時に，この過稼はポツダム協定の基本掠期である民ファシズム・民

主主義の実現過程でもあった3)。 革命の推進主体は，労働者・農民を中核とする広範な反ファ

シズム・民主主義勢力を結集した反ファシズム・民主主義ブロッグ (1945年7月結成)であ仏

政党レベルでみるとドイツ共産党 (KPD)， ドイツ社会民主党 (SPD)を中心とし(両者は 1946

年 4月に合間し， SEDとなる)，キヲスト教民主同盟 (CDU)，ドイツ自由民主党 (LDPD)など

をも加えた広範な統一戦線組織であった。 また， この期における患家権力の階級的内容は，

「本命的・民主主義的労働者・農民権力j である4)。そして，この期の最後にドイツ連邦共和国

(BRD)が「分離国家」として形成され (1949年9月)， ついでソ連軍占領地区ではドイツ民主

共和国が成立した (1949年 10月)。

註

1)むberden kampf um den Frieden， fur den Sieg des Sozialismus， fur die nationale Wieder-
geburt Deutschlands als friedliebender， demokratischer Staat (Beschluβdes V. Parteitages). 

In: Dokumente der SED， Bd. VII， Dietz Verlag， Berlin 1961， S. 242. 

2) Ebenda， S. 241. 
3)上杉愛二郎「東ドイツと統一極家への渓翠」参照，者淡講座 f現代JJ3， 1963. 

4) Dokumente der SED， Bd. VII， S. 241. 

(2) 資本主義から社会主義への移行期(その1. 1950年より 1957年)

DDRの建国後まもなく革命はその第ニ期に入る。 1950年7月の SED第3回党大会およ

び第 1 次 5 カ年計画 (1951 年~1955 年)のはじまりとともに，社会主義への移行期がはじま

る。 SED第3回党大会の決議および第 1次 5カ年計画それ自体は， 必ずしもこの移行期の開

始を宣言してはいなし、1)。 この移行を明確に打ち出したのは， 1952年の SED第2国党会議で

あった。しかしたとえばのちの SED第6田党大会で、採択されたドイツ社会主義統一党綱領

(1963.1)にみられるように， DDRにおける「社会主義の基礎の創設Jは 1950年の第 1次 5カ

年計画とともに始仏それと同時に「反ファシズム・民主主義的秩序は，労働者・農民権力，

プロレタリア・ディグタツーラへとなったJ2) とされているのであり，小論では， DDRにおけ

る社会主義への移行のはじまりを 1950年とおさえておくこととする叱

1952年7月の SED第z由党会議は，その決議「今日の状況および平和・統一・民主主

義・社会主義をめざす闘争の課題についてJの中で r社会主義の基礎の計画的建設」を政策

課題として打ち出した4)。決議はその第 6で， r政治的，経済的諸条件と労働者措級および大多

数の勤労者の意識は，社会主義の建設が DDRにおける基本的課題になるところにまで発展し
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た」ことを確認し，かかる現状認識に立って， r国家権力の人民民主主義的基礎Jの強化， r社
会主義の経済的基礎の創出Jを中心とする諸課題を提起したへそしてこの段階で， 実践的に

資本主義から社会主義への移行期の開始が明確となり，それに沿う政策があいついで出される

こととなった。

しかし，第 1次5カ年計額および第2回党会議で示された社会主義への道は，決してJI演調

なものではなかった。 1950年末の NATO理事会による BRDの再軍備の承認， 1951年のパリ

三国外相会議， 1952年のボン協定から 54年のパリ協定に至る過程は，冷戦の激化とドイツを

めぐる平和の危機を著しく高め， DDR閣内の経済建設，社会主義の基礎の創出を国難にした。

加えてドイツーの分割は， DDRにおける経済発幾の不均衡をその当初からもたらしており，財

政的投資は経済の基幹部門(製鉄，製鋼，電気，掲炭，造船など)および防衛に集中せざるを得

ず，住民の生活必需品，住宅，都市建設などの諸部門の発展・復興は遅れた。また，イデオロ

ギ一分野においても，移行期における「階級闘争の法則的先鋭化」といった誤った見解が「左

翼主義的強調j (linkeむberspitzungen)を助長しそれとあいまって， SEDと労働者階級・

国民との結合を弱めることともなり， 1953年の 6月事件の挑発を許すこととなった6)。

SEDは，このような事態の中で， 1953年6月に第 1次 5カ年計画を一部修正し，

重機械製作工業重点主義から生活必需品の生皮に比震を移すところの「新コースj (der neue 

Kurs)の政競に移行した7)0 1954年 3月末から 4月はじめにかけての SED第4由党大会は，

f新コース」の政策をひきつぎ.::r:.ネノレギ一生産，鵠炭の供給の向上， 化学工業の建設が経済

の不均衡を克服するための基本課題であるとし，これを基礎に大衆必需品の生産の向上，住宅

建設の強化，農業の発展などを強化する方針を打ち出した8)。 問時に当面する発展を函難にし

ている要因のひとつとしての盟家機構内部の形式主義的，官僚主義的傾向や，生産サボタージ

ュその他の破壊行為を克臨するため，人民民主主義的権力の一層の強化を，勤労人民のイニシ

アティプの開放を基軸として，提起した9)。

「新コースj の致策の実施過程で「左の強調」は一貫して正されることとなったが， 他方

「新コースj とかかわって「振子は，我々の活動の多くの分野で右に振られることとなったj10)。

労働生産性の向上以上の平均賃金ののび (1954年においては労働生産性ののびが 6.6%である

のに比l-， 平均賃金は 10.9%の上昇となった)がみられ11)， 対外貿易の不振(特に燃料，原材

料，半製品の輸入減)による工業生産の絶対額の低下 (1954年以降)を惹起した12)。農業におい

ても農業生産協同組合 (LPG) の発展は遅れた (1954 年~1957 年内。 さらに r新コースj に

対する誤った理解とかかわって r楽観主義・修正主義jがあらわれ14)，この傾向は 1956年の

ポーランド事件，ハンガリ一事件により一躍強まり， 1956・7年には党内外での修正主義との闘

争が重大な課題となるに至った。

第 l次 5カ年計瞬は，以上の如きさまざまな阻害要簡なはらみながらも，その基本的課題

については 1956年までに一応達成することがで、きた15)0 SED第4由党大会 (1954年)は，第

2次 5カ年計商の作成を中央委員会に委託した。 1956年 3月の SED第3回党会議は，この課

題にこたえて開催された。党会議は r帝問主義の敵の激しい攻撃のもとで，わが党の一般方

針の修正主義的歪曲のすべての試みとの関争の中で，またすべての教条主義的あらわれを除去

するための体系的措置をとる」なかで開催され16>， rドイツにおける平和の確保，統一ドイツの

実現，社会主義の建設Jのための「最善の道」を明らかにする目的をもって関かれ，この目的

を実現する「鎖の環j をrDDRの欽治的・経済的強化」に求めた17)。
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SED第 3田党会議は第 2次 5カ年計画の基本方針を確認した。 それは， 1960年の指擦と

して (1955年比)，工業生産 155%，農業生産 122%，園児所得 145%を8襟値とするもので，

その実現の基礎を工業生産における変革(生産設備・装置の機械化・自動化など最新の技術を

基礎とする変革)に求めた。また，そこで、は，社会主義建設における中間謄(中小企業経営者，

個人経営商業など)の位置づけが明確となった18)。

しかし これらの基本方針はその後ただちに実現されたわけではない。それには， 1956・

昨年における修正主義との闘争とその克服を経なければならなかった。生産が閤復しだしたの

は 1957年に入ってからであり， また第 2次 5カ年計閥法が人民議会を通過したのは， 計画年

次のなかばをすぎた 1958年 1月であった。 1957年 10月の第 33回 SED中央委員会総会は，

上記 5カ年計画の基本方針の一部を修正するとともに19り この間の生産の停滞や数度にわたる

計画の変更の要因が他の社会主義諸国における計画の変更に伴う輪入減にあったことを明らか

にしている20)。

全菌的規模での修正主義との闘争を終えた 1957年末より 1958年にかけて生産は田援し

た。都市中間層の社会主義建設への参加は急速に増大した21)。工業生産総額も 56年の 28億

DMから 57年の 38億 DMへ増加した22)0 LPGへの農民の結集も 57年末より 58年にかけて

強化された向。また，諸経済セクター中にしめる社会主義セクターの比重も強化された24)。

かくして， SED第 5回党大会 (1958.7)は， fドイツ民主共和国において，その上に社会主

義的建物が建てられるところの社会主義の確固たる基礎が創出されたj ことを確認するに至っ

たお)。第5副党大会は，社会主義の経済的基礎の建設を課題とする移行期における前半の過程

の終結を確認し，それ以降の「社会主義の勝利の時代J26) (社会主義的生産関係が全経済諸部門

で支配的となる時期，ならびにそれに照応した上部構造の体系的形成期)に移行することを明

らかにしたのである。

註

1) SED 第 3悶党大会決議案「当面する状況とドイツ社会主義統一党の謀議Jのじゃでは， 社会主義的変卒が

それとして日夜にのぼってはいなL、。むしろそれまでの反ファシズム・民主主義主革命の継続，労働者階

級の階級的統一の強化， 長差民・都市中間!替(資本主義主セクターに属する手工業者・企業家・知識人)と

の同践のー!欝の強化合基戦とするlRファシズム・民主主義ブ P ツタ政策の欠陥の克服と， ドイツ民主主

義溺民戦線 (NationalFront der demokratischen Deutschland以下 NFDひという)の拡大・強化

を政治課題の中核に位重量づけている。「現在の課題は，反ファシズム・民主主連主ブロックや NFDDiこ

結集したこれらの力の統一を-)欝強化し， 活発化ずることにあるoJ(Dokumente der SED， Bd. III， 

Dietz Verlag， Berlin 1952， S. 100ふ また，経済的にはそれまでの 2カ年計闘の継続・発段，平和経

済のー!警の強化をi持軍事とする「ドイツの平和経済の発展のための 5ヵ年計濁Jの提唱がその中心的政策

となっている (Vgl.ebenda， S. 114.)。また，同じ第 3回党大会での決議 rDDRの国民経済の発燥に関

する 5カ年計踊 (1951-1955)Jは，この計画を「平和経済の発展と，それを墓E曜とする民主的ドイツの

統-Jとしておさえており (Ebenda，S. 131.)，同じく党大会で採択された「ドイツ国民へのアピーノレJ

(Manifest an das deutsche Volk)では， f5ヵ年計磁は一層の急速な平和経済の発展を意味するJと

記しており，そこには社会主義経済への移行の課題は明らかにされていないほbenda，S. 184.)。

2) Programm des SED. vom 18， Januar 1963， In: Dokumente der SED， Bd. IX， Dietz Verlag， 

Ber1in 1965， S. 190 f. 

3)上杉雲量二郎教授は， DDRにおける社会主義の建設は 1959年の DDRの建国とともに始まるとされてい

る(上杉『東ドイツの建設』北大図書室刊行会 1978，S. 104.)。この点， 1963年 SED党綱領でも， rDDR 

の建設とともに，そして社会主義革命への移行とともに，国家権力の社会主義的性格が潔われたjとし
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ているので，かかる把握が燦史的規定として厳筏といえるかもしれない。しかし，他方この綱領は， r社
会主義の基礎の創設は，最初の 5カ年計磁とともにはじまったjとも記している。後者の裁定は，その

経済的銀IJ聞からみたものであり，前者のそれはどちらかというと国家権力の政治的仮II窃からみているの

で， このような時期区分の差異が生じてくるのかもしれなL、。今後の検討課題としたい。また， DDR 

の社会発渓史を，反ファシズム・民主主義革命から人民民主主義革命へ，そして人民民主主義卒命の社

会主義革命への成長転化といったかたちでみることが可能なのか，或いはそうみるとどのように時期区

分ができるのか，などについても今後の検討としたい。

4) Dokumente der SED. Bd. IV， Dietz Verlag， Berlin 1958， S. 70. 

5) Ebenda， S. 72. 

6) Vgl. Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED， Bd. II， Dietz Verlag， Berlin 

1959， S. 1472 f. 

7) 1954年の第 4回党大会で， W. Ulbrichtは， r新コースの意義は， ドイツ分割により不可避であった

重工業，撃機械製作の発展テンポをある程度今後緩和する点にある。このことにより大衆必需品の生産

に，より多くの資金がふりむけられるであう jとのべている。

Vgl. Protokoll der Verhandlungen des IV. Parteitages der SED. Dietz Verlag， Berlin 1954， 
S.80. 

8) Vgl. ebenda， S. 81. 

なお，生活物資の供給政策，生活向上政策は，名自主主金の引きょげによってではなく，商品鏑i憾の

低下(生産性の向上)による政策で遂行することが強調されている(第 5郎党大会中央委員会報告， Vgl. 

Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED. Bd. II， S. 1467.) 

9) Vgl. Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED. Bd. II， S. 1418. 

10) Ebenda， S. 1473. 

11) Vgl.ebenda， S. 1476. 
12) Vgl. ebenda， S. 1474. 工業生産額の低下は， 1954年 36寝室 DM，1955年 34億 DM，1956年 28億 DM

と減少している。

13) Vgl. ebenda， S. 1522， S. 1524. 
14) Vgl. ebenda， S. 1473. 

15)第 1次 5カ年計爾の達成状況をその事基本的指擦でみると， 基準年度比 (1950年)で， 工業総生産は

189.6%，差是業総生産は 144%，国民所得は 170%となっており，労働生産性は人民所有工業で 54.4%増

大し，平均賃金は 48ro上昇し，生産物の際(闘は 20%引下げられた(金鍾磁『東ドイツ緩済の構造』ミ

ネノレヴア言書房 1973，S. 78 f)。 また，全工業生産高中の社会主義セクターの比重量は 85.4roであり，金属

生産，金鼠J合金工業では基準年度上じで 240%となった。住民の実質所得は， 50年比で 2.2傍となった。

(Vgl. Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED. S. 1468.) 

16) Ebenda， S. 1418. 
17) V gl. Vor der 3. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. "Einheitt“， 

Heft 3/1956， S. 209. 

Vgl. Die Bedeutung der 3. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 

"Einheit“， Heft 4/1956， S. 309. 

18) 都市中間躍の社会主義建設への参加方または，手工業者のiまあいは生産協関組合へ，私的小売海梁のばあ

いは委託販売契約 (Kommissionsvertr五ge)，私的企業のばあいは企業への国家参加 (staatlicheBetei-

lung)方式をとおしてなされる。

Vgl. Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED. S. 1470. 

19)第 2次 5カ年計額はその初年度 (1956年)において未逮成状況となに第 33周 SED中央委員会総会で

修正され，工業生産の増加率は 55%から 34%に(年平均 6.6%)，労働i生産性の土器加率は 50%から 33%

に，重量業生産については 22%から 17.3%に引き下げられた(金・前掲議 S.85参照)。

20) Vgl. Protokoll der Verhandlungen des V. P旦rteitagesder SED. Bd. II， S. 1474. 

21) Vgl. ebenda， S. 1470. 

22) Vgl. ebenda， S. 1474. 工業生震の成長率でみると， 1956年 6.2%，57年 7.7%，58年 11%，59年 12%

となる(金・官官掲議 S.169参照)。
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23) V gl. ebenda， S. 1527. 右表より工業に比して差是村

における社会主義セクターの比率がこの時点までは

かなり低いことがわかる。しかし， 1954年より 1957

年にかけての幾多量生産の状況を， LPG農民と f間人

経営幾民との対比でみると， この潤に縫苦言ののびは

LPG 126.9%， ~閑人幾家 105.0% ， ミノレク生産では，

LPG 137.6%， 11商人農家 120.40/0，タマゴでは LPG

172.4%，倒人差是家 122.5%となっており， LPGの

優位伎が明確に現われている。

24) この郊の経済セクターは， (1)人民所有セクター， (2)半劉家的セクター， (3)協同組合的セクター，およ

び(4)私的セグターにわかれる。 このうち， (1)および (3)は社会主義セクター， (4)は資本主義セクター

であり， (2)はその中間に位霞するといってよい。国民経済の金生産高に占める社会主義セクターの比

重は， 1950年58.80/0，1955年71.7%，1957年74.80/0 となっており，逆lこ資本主義セク ターは， 1950年

41.2%， 1957年25.20/0 と縮少している。工業生産高だけでみると，社会主義セクターの比率は 1950年

76.5%から 1957年の 88.5%に増加している (Vgl.Protokoll der Verhandlungen des V. Partei-

tages der SED， S. 1469ふまた，手工業百告の主主主主協同総合への参加数は， 1958年に急増する(組合数

でみると， 1958年1月の 295から同年6月の 783となる)。私企粂に対する国家参加の契約数は， 1958 

年4月には 646におよび，契約申し込みが 834となっている。紘的小売商業との委託販売契約は， 1956 

年に 53であったのが， 1ω95犯8生年手 4)月3には 3，5臼36にまでなつている (Vg凶1.ebenda弘， S. 147拘O仏引.)

25) Ebenda， S. 1421. 

SED ~事 5 回党大会決議「平和・社会主義の勝利および平和的・民主的関家としてのドイツの留君主的存

統ーのための闘争に隠してJの中においても， IDDRの社会経済機迭は，労働者階級，重量民，他の勤

労務階閣のおかげて、，社会主義主の基礎が本質的に創出されたこと合示しているj とのべている (Vgl.

Dokumente der SED， Bd. VII， S. 249.)。
26) 1959年11月1臼の 7ヵ年計闘法の中で， rSED第 51現党大会とともに， ドイツ民主共和国は，社会主

義の勝利の時代に入ったj ことが確認されている (Gesetzblattder DDR. Teil 1， ]g. 1959， S. 705.) 
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(3) 資本主義から社会主義への移行期(その 2. 1958年-1962年)

1958年 7月の SED第 5回党大会は，決議「平和・社会主義の勝利および平和的・民主的

としての再生ドイツの為の闘争に関してj を採択した。決議は， DDRにおけるそれまで

の社会発展を総括した上で，移行期の「完成j を課題とする各分野の政策を明らかにした。そ

れは社会主義的民主主義を政治・経済・文化の各領域で制度的に確立することを倒的としてお

り，社会主義的生産関係の確立とそれにみあった上部構造の体系的形成・確立を意図したもの

であったといえる1)。

政治的にはすでに 1957年はじめより社会主義的民主主義を中央・地方の国家権力レベル

でおしすすめる改革が始っていた。 1957年 1月の「国家権力の地方機関に関する法律 12l， r地
方人民議会に対する人民議会の権利および義務に関する法律l)，1958年 2月 の r DDRにおけ

る閤家機構の活動の改善 (Vervol1kommnung)と単純化 (Vereinfachung)に関する法律J4)な

どがそれである。決議はこれらの法律をうけて，更に，由民経済の統一的発展を保障する中央

での計簡・管理活動を強化し，間家および経済の管理への勤労人民のより一層広範な参加を保

捧し地方の菌家機関には「より大きな権利を付与し，過渡の集中を排除し，底辺におけるイ

ニシアティプのより大きな開放を可能」にしめ， 生産活動の管理念生産点にもっとも近いとこ

ろ(企業・郡・県など)に移行することを強調した。 また， 国家・経済の計回・管理活動への

労働組合の参加権を中央・地方レベルで強化する方針宏明確にした6)。
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政治過程におけるこのような展開は，第S回党大会以降も強化され，題家の政治・行政機

構に関する立法活動は更にすすめられた。「県評議会付設経済委員会および郡評議会付設計画

委員会の設置・任務に関する命令J(1958. 2)1>' r間援会議による地方評議会の管理規則に関す

る決議J(1958.7)8)， r関僚会議法J(1958. 12)9)， rラント議会廃止法J(1958. 12)10>， r閤家計画委

員会規則に関する政令J(1959. 11)11>， r国家評議会設置法J(1960. 9)12)， r地方人民議会とその機

関の任務・活動様式に関する規則J(1961. 6)13)などが，あいついで、制定された。

また党大会は， r生産力の組織者・意識的助成者J としての労働者の権利， r新しい諸関係

の社会主義的形成者j としての労働者の権利を強化し r新しい社会主義的諸関係， 人間と人

間の関の社会主義的諮関係を強化し，守仏発展するj ところの社会主義的権利の強化・発展

の方針を明確にした14)。 この方針は， 1961年の労働法典として体系化されたが， それ以外に

も人民所有法，社会主義経済法， LPG法，刑法，民法，家族法などの分野で提起され，逐次

立法化されるところとなり，移行期の最終段構での体系的立法活動がおしすすめられることと

なった問。更に党大会は，これらにかかわる理論戦線の分野においてもいくつかの課題を提起

しており，なかんずし移行期における国家と法の理論の形成に大きな住意を払うようよびか

けた16)。

第5回党大会が経済領域で提起した主要課題は， 1961年までに国民 1人あたりの生活手

段，消費財で酋ドイツのそれに追いつき， 追いこすことにおかれ， この課題は 1956年 2月の

ソ連共産党第 20回大会以降明確となった平和共存の国際的関争の構成要素として位霊づけら

れた。この課題の「解決の鍵」はいうまでもなく労働生産性の向上に求められ，最新の科学・

技術の成果の生産への適用，社会主義的競争の一層の発展，社会主義的生産関保の完成が，重

点的{厨別課題として提起された問。個別の VVB(人民所有企業連合)単位での生産の再編集中

化，機械化，オートメ化，科学者・研究者・技術者・労働者の聞の「社会主義的協業J(soziali刷

stische Gemeinschaftsarbeit)の確立，管理者の管理責任の強化，労働組合の生産管理に対する

諸権利の強化(団体協約の履行の実施・監督，生産協議会・生産委員会 (Produktionsausschuse)

への参加と責任の分担，社会主義競争の組織化の責任分担)， 閤家計画委員会 .VVB・県経済

評議会・郡計調委員会など中央・地方を通しての経済の計画・管理の民主的集中昔話の強化など

にかかわる一連の施策が提起され，実施されていった。 これらの政策は r我々の国民経済の

計画，管理における労働者階級その他全ての勤労者の創造的・意識的参加 (Mitwirkung)は，

社会主義の勝利のための決定的な前提である。特に，労働組合の代表は，中央， VVB，県，

郡，企業における計画活動に参加しなければならなしリという基本視点で貴かれている向。

1959年 10月に， rドイツ民主共和国の国民経済の発展のための 7カ年計画法19)および付

属決議rDDRにおける最重要企業，工業，土木，運輸，通信ならびに大商業 (Groβhandel)

の部門の社会主義的再構成に関する方針」が$U定され20)，第2次5カ年計題は7カ年計踊 (1959

年~1965 年)へと移行した。計酪は目標年次までに，工業総生産 188%，労働生産性 185%，

由民所得を 63Mrd DM  (1958年)から 100MrdDMへ，商品供給高を 39.6MrdD Mから

66.0Mrd DM へ，実質賃金を 160~165% へと，それぞれ増大をみこみ，そのほかにも，工業

生産の技術・品質における世界的水準の達成，社会主義的大規模農業の発展，社会主義的大工

業の全面的再編成， 生産組織の社会主義的強化(社会主義的労働ブリガード，社会主義的労働

共同体・社会主義的研究共同体などの強化)，生産投資の増大，教育・職業訓練の全システムの

抜本的改善と 10年制総合技術オーベルシューレの導入，などをもりこんだものであった。
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ところで7カ年計画の実施状況を 1957年比でみると，工業総生産 58.5MdD Mから 80.1

Md DM  (1962)へ 37.1克増，労働生産性の向上は 26.3%増 (1961)，労{動者の平均賃金は 17%

増 (1961)， 小売販売高は 27%増 (1962年)となり 21)， また閣員経済諸部門の増大でみると，

1962年末現在で，工業 133.0忽建設業 144.7%，手工業21)118.4%，農林業 108.9%，運輸

119.2%，商業 118.5%となっている22)。

以上の数簡をみるとわかるように 7カ の実施状況は 1961・62年の時点では，計画

目標数値に比較し遅れ合とっている23)。その最大の要閣は，西ドイツ政府の DDRに対するも

ろもろの劫袋行動であった。 DDRの労働者， Fachk品derなどの組織的な大量ひきぬき (der

organisierte massenhefte Menschenhandel)， 60年 12月の雨ドイツ聞の通商協定の一方的破

棄などは2ペ1960・61年の DDRの経済的諸課題の遂行を陸害しその解決を延期せしめた。

かかるボン政府の経済撹乱工作を防止し，西ドイツへの「経済的依存j を克服し，国境を確保

する措置 (1961年 8月 13日の反ファッシ z訪壌 antifaschistischeSchutzwallの構築)をとる

ためには計画外の支出を不可避とした。

1961年 3月の第四回 SED中央委員会総会は， この事態に対応して 7カ年計画の一部を

修正したお)。 それは 7カ年計画の基本路線を変えるものではなく，かかる事態の中で更に具

体化し，強化するものであった。労働生産性の向上，自己コストの低減，経済の計砲と管理の

水準の一層の高度化，中央の計画作成能力の強化，地方および生産点における管理能力の強化

と責任の増大，全勤労者のイニシアテ 4 ブの開放，生産の科学技術水準の一層の発股，生産の

標準化・規格化，専門化・集中化の向上，など 7カ年計画が当初示した諸課題を具体化し，

現に移していった。また 61年 7月の第 13閉総会の決議にもとづき，中央の計調管理機構の再

編強化が関られ，国家計画委員会は，展望計調・国民経済の年度計画など教育・文化をも含む

基本計画の作成ならびに科学技術の重点施策の立案にその活動を集中し，これとは別に関民経

済会議 (Volkswirtschaftsrat)を新設し工業の作戦的管理 (operativeLeitung)にあたらせる

こととした(荷主きともに閣僚会議の付設機関向。 ここに， これらニつの機関と，県における経

(Bezirkswirtschaftsrat)，郡における計画委員会 (Kreisplankommission)の四者による

的な経済建設の計画・管理機構のシステムが形成されることとなった。

他方， 農業における社会主義的変革は， この期に決定的な発展をとげた。 1959年 1月の

第 14田 SED中央委員会総会は，全ての LPGに対しそれぞれの突際的な展望計画 (Perspek-

tivplane)安全農民・住民と協議して作成し，勤労農民を地方の国家機関の管理活動に京範に

ひき入れる方針を提起した。ついで， 1959年 2月の LPG議長・活動家第6回会議は，全農

民を LPGに結集する諜にみられる国家諸機関の欠陥を指摘し ついで、この会議の決議は

Musterstatuten (基準規則)として閣援会議が承認し， 1959年 6月には，人民議会が農業生産

協同組合法 (LPGGesetz)を制定するに至った。かかる経過の中で， 1960年には農村の全ての

農民が LPGに結集することとなり， 移行期における農村での最大の課題がここに実現するこ

ととなった。 1960年 12月の第 6回ドイツ農民会議 (DeutscheBauernkongres)は，以上の成

果を確認した27)。

かくして， 1958年より 1962年までの飛躍の時期において，社会主義的生産関部は DDR

の経済諸部門において支配的形態となるに至った。工業においては， 1961年 1月段階で，社会

主義的企業 88.8%， 土手盟家企業 8.2%，私企業 3.1%となり， 私企業の占める比率は極めて低

いものとなった。手工業部門では，手工業生産協関総合 (PGH)への参加率は， 1958年 7.0%
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であったのに 1961年には 33.0%へと増大した28)。農村においては既にみたように 1960年に

はすべての農民が LPGにより組織された。 委託販売契約を結んでいる私的小売商業の経営数

は， 1958年の 9，141から 61年末の 21，059に増大するに至った向。

1963年 1月の第 6回 SED党大会は， DDRにおける資本主義から社会主義への移行期の

終結を明らかにし，社会主義革命の勝利を宣言する大会となった。 w.Ulbrichtは，大会での

中央委員会報告の冒頭で rこの間において(第5回党大会より第6由党大会までの間一筆者

註)ドイツ民主共和国における社会主義的生産関係は勝利したj， r社会主義的生産関係の勝利

にとって，全農民の農業生産協同組合への移行は決定的意義を有したJ，r西ドイツ，商ベルリ

ンとの開の開かれた国境により社会主義の経済法則を完全に活用することを我々に妨げてい

たところの障碍は， 1961年 8月 13日の措置によって克膿されたj，r祖国・平和・社会主義!

我々は，勝利した!j と宣言した30)。 同じ党大会において採択された SED党綱領の中におい

ても rドイツ人民における新しい時代が始った。社会主義の時代であるj， rこの新しい社会

においては， 円全ては閤民とともに，全ては国民によって，全ては閤民のために“という基本

原知が価値をもっj，rこの綱領の偉大な目的は，ドイツ民主共和国における社会主義の完全で、，

全面的な建設である」とその冒頭に記しており，ここに移行期は終弘社会主義の全面的建設

期 (r社会主義の時代j)のはじまりを明確にしたので、ある31)。
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8) Ebenda， S. 617. 
9) Ebenda， S. 865. 

10) Ebenda， S. 867. 
11) GBI. Teil I， Jg. 1959， S. 919. 

12) GBI. Teil I， Jg. 1960， S. 505. 

13) GBI. Teil 1， Jg， 1961， S. 51. 

14) Dokumente der SED. Bd. VII， S. 254 f. 

15)社会主義経済法は 7ヵ年計主題法 (1959.10)として， LPG法は 1959.6iこ，家族法は 1965.12Iこ制定され

た。教育法の分野では， r学校制度の社会主義的発展iこ関する法律J(1959. 12)， r一般陶冶学校におけ

る篠周とした秩序の確保に関する政令J(1959. 11)， r一絞i潟冶学校における父母協議会に関する政令J
(1960.1)， r教員の機利と義務に隠する政令J(1962.9)などがあいついで総定された。

16) V gl. Dokumente der SED. Bd. VII， S. 258. 
17) Vgl. ebenda， S. 259. 

18) Vg. eblenda， S. 262. 

19) GBI. Teil 1， Jg. 1959， S. 703. 

20) Ebenda， S. 745 
21) Vgl. Protokoll der Verhandlungen des VI. Parteitages der SED. Bd. IV， Dietz Verlag， 

Ber1in 1963， S. 86 f. 

22)金 銭磁『東ドイツ経済の機迭』ミネノレヴア警務， 1973， 88ベージ.



160 教育学部紀委第 32考

23) たとえば沼氏経済への園芸完投資は 1958~61 年に 65 億 DM をみこしたが，実際は 33 j億DMであり，

その結果基本資材工芸長，機械製作工業ではその課題を達成できなかった。又関民所得のうち消費部分は

810/0に途し，その結果蓄積にまわす部分は少く，国民所得ののびが 119.3%(58-61年)であったにも拘

わらず，蓄積フォンドののびは 105.30/0 に終った。

V gl. Protokoll der Verhandlungen des VI. Parteitages der SED. Bd. IV， S. 88 f. 

24) V gl. ebenda， S. 88 f 

25) V gl. ebenda， S. 91. 

26) Vgl. ebenda， S. 52. 

27) Vgl. ebenda， S. 53妊.

28) Vgl. ebenda， S. 157弘

29) Vgl. ebenda， S. 161. 

30) Vgl. ebenda， S. 5 f. 

31) Dokumente der SED. Bd. IX， Dietz Verlag， Berlin 1965， S. 171妊.

2. 移行期における学校教育制度の社会主義的変革

(1) 社会主義的学校改革の前史 (1956年-1958年)

ドイツ民主共和国における教育制度の改革は， 1945年以降のソ連軍占領地区における反

ファシズム・民主主義学校改革に始る。しかし，ここでの検討対象は移行期における学校教育

制度の社会主義的変革におかれるので，反ファシズム・民主主義学校改革の検討は7J1jの機会に

する1)。

DDRにおける学校制度の社会主義的変革が開始されるのはいつの時点、であろうか。 のち

にふれるように， 1950年にはじまる移行部の開始とともに学校制度の社会主義的変革がはじま

るわけではない。この時点での学校改革の中心課題は「民主的学校改革Jの推進というかたち

で提起されており，政策課題として学校制度の社会主義的変革が提起されるのは，吏におくれ

て 1956年の SED第3由党会議 (1956年 3月)においてであった2)。

SED第3回党会議において， W. Ulbrichtは「我々は，この第 2次 5カ年計画の聞に一般

陶冶学校において教育活動のより高い発展と，総合技術授業への移行を達成することを願って

いる」とのベ，学校の社会主義的変革に関する諸課題を明らかにした3)。「掬冶制度 (Bildungs-

wesen) の社会主義的変革一一授業と社会主義的生産， 学校と社会主義的社会の生活との結合

などによる雷11育・陶冶制度の著しい強化一ーは， 1955・56年には我々の広範な社会主義建設の

死活の問題となっていた」のである九党会議は， これをうけて，教育と社会主義的生産との

結合，学校および学校改革に対する労働者階級の影響力の強化，総合技術教育の導入， 10年制

普通義務教育学校への移行 (1965年までに)，そのための Mittelschuleの就学者の拡大，学校

管理における校長，教師の個人責任原則の強化，教員総合活動の強化，などの基本課題を明ら

かにした。ここで問題とされた中心課題は，教育実践と生活との遊離，教育科学と生活との遊

離の問題せと実践的にも，教育の管理・組織の点においてもどう克服するか，学校制度の発展テ

ンポの遅れをどう克服するか， ということであった。 この課題の解決のために， W. Ulbricht 

はこの問題をめぐ、つての広範な国民的規模での討議・批判・論争を提起しため。

1956年S月の第 5回教育会議 (derV. Padagogischekongreβ)は，この罰民的規模での教

育論争の契機をなした会議で、あ仏国民教育制度の社会主義的変革の展望を打ち出すことを主

要課題とする会議であった6)。 しかし会議はこの課題にじゅうぶんこたえ得るものとならなか
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った。 SEDが「学校総度の発展テンポの遅れ」の克服策の中心に位置づけた総合技術教育は

時期尚卒とされた7)。会議の作成した勧告は， 当面する学校改革を「民主的学校改革の一層の

推進j というかたちでおさえ r社会主義的学校改革」とし、う用語は使用されなかった8)0 r第
5田教育会議は，学校制度の社会主義的変革への拘束力のある綱領を作成することなしなかっ

たl)。

この背景には， 1956・7年において顕著で、あった修正主義の社会的潮流があり，それが学校

教育の分野においても例外でなかった，という事態があった。 1956年末には，学校教育の分野

で修正主義との闘争は先鋭化し， 1957年の学校政策の主要課題は「学校制度の社会主義的展望

を明らかにし修正主義をたたくことJにおかれた向。修正主義との闘争は，学校教育の社会

主義的変革の実践と表裏の関係をなした。

この闘争と修正主義の克服は， 1958年4月の SED学校会議 (Schulkonferenz)までに終

った。学校会議は， この関争が「最後まで遂行されたこと j，およびこの過程で社会主義的学

校変革への「創造的，前進的活動の道が明示されたことJを確認した11)0 この過程で，第 3回

SED党会議が打ち出したところの，社会主義的生産と結合した総合技術教育に関する多様な

教脊実践が生み出された。 LPGの生産活動への生徒の参加(生徒生産ブリガード，定期

的な Betriebsen tsatzeなど)，生産授業日 (Unterrichtstagin der sozialistischen Produktion) 

の設寵，県・郡単位での実験学校などを通して，労働者・農民と教師集団との共同実践が多様

に展開され， これらの経験の蓄積は r学校制度の社会主義的変革への広い道を具体的に仕上

げj，同時に「修正主義のテーゼは実践の中で否定され」るに至った12)。

1958年の SED学校会議は， 1956年以降各地で、多様に進められた学校の社会主義的変革

の経験を集中し，一般化した向。会議は，第3由党会議以障の教師と労働者・農民との共間の

実践の中で「普通教育学校の社会主義的変革への創造的過程j があらわれ，この過程がすでに

始ったことを確認した。 また，会議は， r社会主義建設の仕事を遂行し，完成する能力と沼意

のあるすぐれた社会主義者を教育すること j が，教師の任務になっているところにまで社会発

展の段階がきていることを確認、した問。

この SED学技会議は，その産後の SED第5回党大会 (1958.7)の準備過程に位置づく

要な会議となった。既述したように，第5回党大会を境として DDRの社会発展は r社会主

義の勝利の時代ム 社会主義的生産関係が支配的形態となる時期に入る。そこで要求されてい

た課題は，最新の科学・技術を基礎とする生産力の飛躍的発展，社会主義的生産関係の確立，

社会主義的民主主義の全生活領域での確立にあった。この課題は，国民 1人 1人の陶冶・訓育

水準の一層の高度化なしに達成さわしえない課題で、あった。学校会議は，この自覚に立って， r全
ての生徒に社会主義的意識と，労{勘劾および労1働動者への高い尊敬を発展させることを目的とする

総合技術的陶冶.言訪訓11育の突践」を最重要の課題として明確にした1均5め)

第5剖大会は，第4回大会以降の教育・文化・イデオロギ一分野での総括をし， r(この間

に)イデオロギー・文化の分野において，新しい地{立が高められることはできたが，なお全体

として社会主義建設の要求の背後に明白に後退したj16)(中央委員会報告)ことを確認し学校

教育の分野でも，それが mDRにおける社会発践と向一歩調をとっていないことj，rテンポ

の喪失 (Tempoverlust)jが存在すること17L などにふれ， これらの状況の克服の転機は 1957

年 1月末の第 30田中央委員会総会以降みられたが18)，なお依然として学校と社会主義建設と

の結合が当面する最大の課題であることを明確にした。 rドイツ民主共和国における社会
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の建設は，一般胸冶学校の胸冶・郡i育活動の新しい，より高い質を要求している。それは，

般陶冶学校の社会主義的学校への発渓によってのみ可能となることであるj と，大会における

中央委員会報告はのベた臼)。生徒の社会主義的意識・態度の形成，全生徒の陶治水準の向上，

生徒の科学的調冶と社会主義的習11育の形成の方法，学校と社会主義建設との結合の多様な諸関

係の形成が，ここでは問題となったのであり，この点で，それ以前の「民主的学校改革Jとは

呉質の変卒が推進される段階に入ったのである。 1958年 11月の人民議会の選挙において，

NFDD (Nationale Front d巴sdemokratischen Deutschland)は，円Planemit， arbeite mit， 

regiere mit!“を選挙スローガンの中心に掲げた。党大会が確認した学校の社会主義的変革の

課題は，まさにこのスローガンに示されているところの能力をもった人間の悔冶・訓育の実現

であったといえる。大会が明らかにした学校の社会主義的変革の核心的課題は，次の二つに集

約される。ひとつは，総合技術教育の体系的導入であり，他のひとつは「労働および労働する

入院への愛情を育てる訓育」であり，それ以前の「誌主的学校改革」では解決しえなかった学

校と生活との結合の解決策がこのニつの諜題に集約されたのである問。

第3回党会議 (1956)とそれ以降の修正主義との闘争とその克服の時期， SED学校会

(1958)および第 5回 SED党大会 (1958)は，ドイツ民主共和菌の学校制度の発展史にとって窪

史的転換の過渡期(民主的学校改革から社会主義的学校改革への)をなす時期であったといえ，

1958年移行の社会主義的学校改革の本格的展開の直接の前史をなす時期であった。

註

1) Karl-Heinz G註ntherおよび GottfriedUhlig による 111945年より 1968年に至るドイツ民主共和悶

の学校史』によるこの間の符期区分は次のようになっている。 (1)反ファシズム・民主主義学校改革期

(1945-1949)， (2) DDR における学校制度の社会主義主的発渓への移行期 (1949-1955)，(3) DDRにおけ

る学校総監さの社会主義的変革期 (1955-1962)，(4)統一社会主義陶治システムの発渓期 (1963-1968)。こ

の時期区分とのかかわりでいえば，小論の対象時期はこのうちの第 3期に相当する。 Vgl. Monumenta 

Paedagogica. Bd. VI， Volk und Wissen Volkseigener Verlag， Ber1in 1970， S. 25 f. 

2) 第 3@]党会議室の主要課題は既述したように，工業の技術的変革を中核とする第 2次 5ヵ年計磁の作成と

社会主義主建設の総路線を示す点にあり，その社会主義的変革の路線の確定化が遅れていた教育の分野

では，とくにこの路線の確定は緊急であったといえる。

V gl. Die Bedeutung der 3. Parteikonferenz der SED. "Einheit"， Heft 4/1956， S. 309. 

3)じlbricht，九7V.: Der zweite Funfjahrplan und der Aufbau des Sozialismus in der DDR. Dietz 

Verlag， Berlin 1956， S. 157. 
Vgl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， Volk und Wissen Volkseigener Veでlag，Berlin 1969， 

S.29. 

4) Gunther， K.-H.fUhlig， G.: Geschichte der Schule in der Deutschen Demokratischen Repu-

blik von 1945 bis 1968. In: 五在onumentaPaedagogica. Bd. VI， S. 78. 

5) Ebenda， S. 78. 

6) V gl. Dokumente der SED. Bd. VI， S. 79. 
7) Vgl. Gunther， K.-H./Uhrig， G.: Geschichte der Schule ... Aム 0.，S.79. 

8) V gl. Schulpolitsche Entschlieβung des V. Padagogischen Kongresses. In: Monumenta 

Paedagogica. Bd. VII/1， S. 34 ff. 

9) Gunther， K.-H./Uhrig， G.: Geschichte der Schule '" A.a.O.， S. 79. 

10) Edenda， S. 80. ここでは修正主義の特徴として，社会主義的言iI育の無視， Grund Schuleの梅治水準

のひき下~f ， Volksschuleと Oberschuleとのニ元的学校階梯の存続， ソヴエト教育学を「教条jと

してi!f定すること，改革教育学思想の無批判的総受，などをあげている。
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11) Vgl. ebenda， S. 83. 

12) V gl. ebenda， S. 80 f. 

13)学校会議に先立ち， SEDは「学校青少年の社会主義的言1[育に関する党会議の提案j(1958.4)を出し，

全国的討論にかけた (Vgl. Monumenta Paedagogica. Bd VII/1， S. 101.)。そこではあらためて学校

の社会主義的変革の「遅れjの要因を分析し，それが学校行政機関，学校党総綴，教員組合，教E室内部

における修正主義・教条主義・セクト的官僚主義的傾向との不十分な闘争にあること，また DDRにお

ける社会主義的発俣の展裂に対する不十分な認識にあること宏指摘した。同時に「捻署長」は，これにも

とづく全溺的討論の成条が「我々の学校総皮の社会主義主的変革のための包括的決議の作成の基礎にな

る」ように訴え，以下のような議題を提起した。すなわち，自然科学教育の基本的改替，社会主義的生

産と結合した総合技術的教育の体系的爽総(単に授業においてのみならず，課外活動・休日・休暇にお

ける学習と生産との結合，学校・企業・労働組合・父母協議会などで構成する総合技術協議会の設霞)，

ピオエーノレ.FDJなどの青少年団体の強化と学校管理過程への参加， 特に労働者， 差是民の子弟の効成

(Schulhortの設資などにより)， 父母協議会の強化， 教員養成・平年教育の充実， 社会=主E毒義室的数予脊守科学の

発展(教脊挙科!学の会鼠的センタ一としてのドイツ仁中ド央数干育寄研究R所庁の位霊夜芝づけ)， 潔言論詰必約~ .笑践的王専草門言誌志紙

としての "P誼dagogi泳k‘“‘

的.教条主喜義是的活E動訪方法のf是差I正Eと広草範江な閤E民毛.労{働劾組合の守管雪恋活霊毅動予訪jへの参加の拡大， など。

14) Gunther， K.-H./Uhrig， G.: Geschichte der Schule ... A.a.O.， S. 83 f. 

15) Monumenta Paedagogica. Bd VII/1， S. 104. 

16) Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED. Bd. II， S. 1556 
17) Vgl. ebend且， S. 1560 f. 

18) Vgl. ebend且， S. 1561. 

19) Ebenda， S. 1557. 

20) Beschlus der V. Parteitages. In: Dokumente der SED. Bd. VII， S. 295. 

(2) 学校制度の社会主義的変革 (1958年-1962年)

SED第5回党大会以降，ドイツ民主共和国における学校舎u度は本格的な社会主義的変革期

に入る。 1958/59学年度の開始 (1958.9)にあたり，愚氏教育省 (Ministeriumfur Volksbildung) 

は，総合技術教育に関する一連の措置を講じた。 11958/59学年度の実施指針 (Schuljahres印 刷

weisung)jl)， 158/59学年度・一般陶冶学校の時間表に関する司"令il， 1社会主義的生産授業R

の実施プログラムの作成のための指導書 (Empfehlung)j3)，1工業および農業における

生産入門科の教授プラン (L巴hrplan)j4)などの法令および国家的 Dokumenteにより， ドイツ

教育史上はじめて総合技術教育の実施に関する基本条件が整髄された。これに対応して，県・

郡の地方人民議会は， 10年制一般掬冶学校の設置の展望計画 (Mittelschulprogramm)の作成

を開始した5)。

総合技術教育の導入，なかんずく第7学年よりはじまる「生産授業日jおよび第9学年以降

の「農業・工業における社会主義生産入門」などの教科白は，工場 (VolkseigentlicheBetrieb， 

VEB)， LPG (農業生産協同組合)などで実施され， このことにより VEB.LPGは一般淘冶学

校の重要な構成要素となり，舟時に労働者・農民の学校教育に対する影響力は直接強化される

に至った。また， 10年制学校 (Zehnklassenschule)の設置計闘の作成をめぐり，県・郡単位で

広範な住民がこの作成過程に参加することとなり，学校教脊それ自体が「関誌の事柄 (Sache)j

に実質的になるに至った(なお，この時点での 10年昔話学校は， zehnklassige Mittelschuleとい

われ，のちの zehnklassigεOberschuleへの過渡的形態をなしている)。

また， 自函ドイツ労働組合連合 (FDGB)，父母協議会 (Elt巴rnbeirate)， ピオニール総織

(第8学年度までの少年組織)，自由ドイツ青年同盟 (FDJ，その学校総織は第 9学年度以上で設
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などの労働者・父母・青少年の諸組織も， 学校の社会主義的変革に積極的に参加したo

FDGBはその第 32田代表者大会で総合技術教育の支援決議をし6)， ピオニール中央指導部

(Zentralleitung) もその第5回会議で 1958学年度を総合技術教育の変革の年にすることをき

め7)，FDJもこの年度における活動を Mittelschuleに集中した8)。父母協議会も，その内部組

織，父母集会などを通して社会主義的学校変革に参加しその意義を父母の中に広める活動を

強化した。かくして，第ら由党大会後の新学年度の前半において， SED，中央・地方の国家機

関，労働者・農民・父母・青少年の諸問体・諾組織の統一的活動が進展し，ここに「社会主義

的学校建設の決定的な前提条件j が形成された9)。

しかし開始された総合技術教育の実態、は， なお克日置されるべき欠陥(他の授業科混の科

学伎を害う結果になったり，全授業科gの体系性の中での総合技術授業の位置づけが不明確で

あったり，生徒が単に生産活動に参加したにすぎなかったりするといったところの弱点)があ

り10)，1959年に入り，これらの欠陥の克膿策が SED政治局学校委員会，国民教育省(およびそ

の中央総合技術協議会)， 語家計画委員会， ドイツ中央教育研究所 (DeutschesPadagogisches 

Zentralinstitut， DPZI)などによりとられた。国家計画委員会は， 1959年 1月に IDDRの一般

陶治学校の総合技術部i脊・階冶の支援と助成に関する決議」を11)，SEDは第4田中央委員会総

合で決議 IDDRにおける学校制度の社会主義的発展についてJ(Schulthese)を出した (1959‘

1. 17)12)。閤民教育省は，中央総合技術協議会会議 (Tagungdes Zentralen Polytechnischen 

Beirates)に産業部門別の 8つの作業グループを設置し新しい Lehrplaneの作成の準稿作業

を始めた向。 DPZIも，圏内の実践の成果を集中・一般化しつつ(雑誌 "Padagogik“などによ

り)，新しい総合技術授業の Lehrplanwerkeの作成にその活動を集中した。

このうち， SED中央委員会総会決定の Schulthes巴はとりわけ重要きである。 このテーゼ

は， DDRの学校教育の発展が，すでに従前のドイツ学校民主化法U)の水準をはるかにこえ，

移行期の最後の段階に応じた社会主義的教育法の制定を必要としている段踏に来ていることを

考慮し，この新しい社会主義教育法の基本原射を示したものであった。テーゼは，第5回大会

以降の学校変革の現状を分析し社会主義の勝利の展望に立っところの社会主義的学校の形成

原理を示した。 その中で rドイツ学校史にとって革命的な提起J15)といわれた rOberschule

をすべての子どもにJという基本路線が示された。このテーゼの報告者 KurtHagerは r新

しい社会主義的学校は，我々国民の力を通してのみ成長するし彼らのもっとも国有な事柄

(ureigenste Sache)とならなければならないi6
) とのベ，新しい学校の基本的な性格を切らか

にした17)。テーゼはその後，全盟民的討議に付され， 7万以上の集会で 50万人以上の市民がこ

の討議に参加し多くの提案が国民教育省， SED中央委員会，地方人民議会に集約され， 1959 

年 12月 2Bの「ドイツ民主共和国における学校制度の社会主義的発展に関する法律J1B)として

公布された。

1959年の新学年度の準備過程で総合技術教育に関する国家的 Dokumenteが吏に出され

た。 DPZIの rlO年制一般階冶総合技術オーベルシューレの Lehrplanw巴rkの基本試案J(1959. 

3)19¥国民教育省、の IDDRの一般陶冶学校の時間表に関する習iI令J(1959.5)20)， 10年俄jオーベ

ルシューレの rLehrplan・時間表および時間表の解説J(1959. 6)21)， r1959/60学年度の実施指

針J(1959. 7)22)などがそれである。 このうち DPZI作成の Lehrplanwerk試案は，ただちに

公開討議に付され， 5，000以上の文書による意見が出され， 更にそれらにもとづき作成された

最終案に対しては 350人をこす諸分野の科学者がその作成に参加した向。教育内容の基本の形
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成にかかわるこのような事態の進渓は， r学校の利害 (Belange)が全市民の事項 (Angelegerト

heit)になったJことの証左を意味するものであった2ぺ
国民教育省は， 1959/60学年度の主要課題として総合技術教育の質の向上以外に， 次のこ

つをあげた。ひとつは「新しい Lehrplanの実現とかかわっての全教師の専門的・方法的能力

の向上」であり，他のひとつは「全学校における確屈とした秩序の強化j であったお}。前者に

ついていえば， Lehrplanは，学校の社会主義的変革は「単に教師の専門的知識に対してのみ

ならず，教育実践上の能力に対しても高い要求を提起している。社会主義的教育は，新しい授

業方法を要求している。授業方法の発展は，単に教宵科学に委ねればすむのではなしそれ事

態が全ての教師の課題であるJ26)として，授業の方法的形成を教部自らの課題として位置づけ

た。また， Lehrplanの作成それ自体に対しては， 59/60学年度の Lehrplanの作成過程で，

w. Ulbrichtはライブチヒでの教員集会の席上， r教師は， Lehrplanを改善し，基本的に新し

く作ってし、かなければならない。我々は，全教科gの Lehrplanを新しく作成するために全面

的で基本的な経験の交換を必要としている。この討議には全ての教師が召集されなければなら

ないi7
)とのべており，国家的 Dokumentとしての，また教育実践に対して拘束的性格をもっ

ところの Lehrplanの作成過程における教師の積極的参加とイニシアティブが不可欠の条件と

して現らかにされている。

後者の問題 (r全学校における確閣とした秩序の強化J)についていえば， この課題は学校

教育が全市民の「事柄J(Sache)であり， r事項Jないし「事務J(Angelegenheit)であるとい

う基本諒期に立つ学校組織の編成がすでにこの段措で不可避的課題になっていることを示して

おり，また，総合技術教育合中心とする掬冶・詔"育水準の向上にみあい，それを保障する学校

組織の編成がすでにこの段階で必然的課題になっていることを示すものであった。閣僚会議は

1959年 11月に， r一般陶冶学校における確固とした秩序の確保に関する政令J(Schulor古lUng)

を28)，ついで 1960年 1月に「一般陶冶学校の父母協議会に関する政令J(Elternbeiratsverord醐

nung)29)を制定した。 このうち Schulordnungは学校の教育過程の科学的管理に新しい震

を導入」ぬ)しようとしたものであり， 学校管理における個人責任原則と集中協議原尉(独任制

管理と協働原則の統一)を基本原混として定めている。 Elternbeiratsverordnungは，子ども

の成長・発達なかんずくその言"育 (Erziehung)面での学校と父母・父母築関との有機的共同関

係を制度化したものである。 それは "planemit， arbeite mit， regiere mit!“の原則を，学校

と父母との関係において現実化したものであった。

1959年末より 60年はじめにかけて制定されたところの， これらの Schulgesetz，Schul幽

ordnung， Elternbeiratsverordnungは，移行期の最後の段階における一般陶冶学校の制震を規

定ずる基本的な法体系となった(その内容等については後述)。

「社会主義の勝利の時期j に照応したこれらの教育法体系が整備されつつある中で， 1960 

年より 1961年にかけて， 社会主義的学校改革の中核に位置していた総合技術教育の実践は，

10年制 Oberschuleへの移行 (1964年までに義務制とするものであり，従来の Grundschule，

班ittelschule，Oberschuleとし、う学校形態のIR分を廃止し，これらを一括し10年制 Oberschule

とするもの)とかかわって，一定の総括をする段階にきていた。 SED中央委員会政治局の決議

rOberschuleの総合技術授業の改善と一層の発展p)(1960. 5)， SED中央委政治局の「全教師

への手紙J32)(1960.8)，中央委政治局と開館会議の両者による決議「教師の儲造的活動の一層

の助成と強化のための決議J33) (1960.11)などがあいついで、出された。また， 60/61学年度より
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拡大 Oberschule(12年制の Oberschule)の生産授業日の中に「職業基礎教育Jが導入され，

拡大 Oberschuleの中においてもそれまで例外として実施されていなかった職業教育が実筋さ

れることとなり， Fachschule， Hochschule， Universitatなどの高等教育機関への入学者に対し

て，生産と誼接結合した 2年間の職業教育がひとしく義務的に実施されるシステムが形成され

た。拡大 Oberschuleにおけるこのような新しい形態の導入をも含めて， 1960年後半より 1961

年にかけて総合技術教育の全国的実践の経験の集約と一般化がおしすすめられた。 60年後半に

おいて，県・郡単位に総合技術会議が 10万人以上の教師 (Lehrer，Erzieher)，企業の Betreuer

(企業で実施される生産授業白等の指導員)，勤労者が参加して開かれ， 1961年 1月には，中央

総合技術会議がライブチヒで開かれ34)，1961年 6月には第 6部教育会議がベルリンで開寵され

た3ヘ第 6部教育会議は rOberschuleの学習の改善と社会主義的習11育の改善のために」をテ

ーマとして，総合技術教育の経験の交換・総括， Schulgesetz， Schulordnungなどの実施状況

を検討し「勧告j(Empfehlung)36)を出した。

他方， 1961年 8月 13日の措置(反ファシズム訪壁の設置)は rドイツ帝国主義者・

主義者に決定的打撃， DDR創設以来の最大の打撃を加えた」ものであり rドイツ

者・報復主義者により脅かされていたヨーロッパと泣界の平和を救い出すことに貢献したJ措

置であった37)0 1960年以降 DDRが西ドイツに提起してきた荷ドイツ国家間の平和協定の締

結，西ベルリンの非軍事的中立的自由都市への移行， rドイツ平和プランj(Deutsche Friederト

splan)38)などの提唱は，アデナウアー・ボン政権によりすべて否定され，逆に西ドイツ箪i畿の

核武装による核戦争の危機， 東方の Oder-Neiseまでを含む全ドイツを NATO及び西ドイ

ツの支記下におく政策が明確化され (1961.7のアデナウアー・ CDU/CSむの Programm)， 同

時に DDRに対する経済撹乱工作が強化された39)。かかる中での 1961.8. 13の措置は， DDR 

の教師に対しても決定的な影響を与えた。ベルリンの労働者のいくつかの Brigade.父母協議

会は連名による手紙を全留の教師宛に送り r平和と国家的共存の闘し、は， 社会主義のための

明確な決断を要求している」ことを教師に訴えた向。 1961年 11月の第 14回 SED中央委員会

は決議の中で rドイツ人誌の菌家的問題 (dienationale Frage)の平和的解決は， ドイツ分割

がなお克膿されていない限り，時ドイツ酪家間の平和的共存を前提とするj41) ことを明らかに

しかっこの平和共存の課題は， DDRにおける社会主義の勝利，西ドイツ資本主義に対する

DDRの社会主義的社会秩序の優位性の突誌によってのみ遂行しうる課題であることを明らか

にし，更に学校教育における「訪日育の核心的問題が，労働，労働する入院および社会主義祖闘

の訪衛に対する社会主義的見地 (Einstellung)j42)の育成にあることを指摘した。 1961/62学年

度の学校教育の主要課題の中で rイデオロギー的苦11育が前頭に出た」必)。それは「平和協定の

締結と平和の確保をめざす闘争における全ての学校の行動性」を要求するものであり r確固

とした政治的・世界観的モラル上の知識の伝達， 表明と行動， 認識と行動， 学習と労舗の結

合j44)を内容とするものであった。 1962年 9月に r学校と民族 (Nation)jをテー?とする

DPZI主催の学術会議 (wissenschaft1icheKonfer巴nz)が関かれ， 会議は NFDDの

(N ationalkongreβ)の決議文書rDDRの歴史的課題とドイツの未来J45) (1962. 6)に示された

「全ドイツ人員の利益」としての「乎和，自由と民主主義，人間性と悶崩愛情ruderlichkeit)，

正義と福祉 (Wohlstand)jを，学校教育における訓育内容の基本にすえた46)。

1961. 8. 13の後の新馬面は，以上の言11育器にみられる新しい課題の実現のほかに，陶冶の

側面においてもみられた。それは社会主義の勝利(生産力の飛躍的発展)に照応した課題であ
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り， 1958年以降の総合技術教育の実践的総括をある程度なしおえて以降の課題であった。 1962

年 10月の第 17回 SED中央委員会総会で W.Ulbrichtは， rSED第6四党大会の準備」に関

する報告を行った。その中で彼は r次の段措で主要に要求されているのは，授業における高

度の科学性である」ことを明らかにした的。そこでは数学および自然科学教育，なかんずく

Oberschule における数学教育の水準の遅れが指摘され，それが Oberschule卒業後の職業養

成教育 (Berufsausbildung)や Fach-undHochschuleの要求水準にみあっていないことを明

らかにした48)。もうひとつの新しい課題は，総合技術教育を職業準備の基礎的養成 (berufsvor-

bereitende Grundausbildung)と結合する課題であり，職業準備の基礎養成を Oberschuleお

よび拡大 Oberschuleにおいてどのように実現するかという課題であった49)。 この点につい

て， A. Lemmnitzは， 第2国国際総合技術セミナー (1962.10， Halle)の結語「高度の一般鞠

冶と職業のための準錆」の中で次のようにいっている。「第 17問中央委員会総会では，資本主

義に対する社会主義の優位性は物的生産および精神生活の領域ではかなりの程度において科

・技術の迅速で全閣的な発展にかかっていることが，明らかにされた。我々の学校はそれ故

に， DDRにおける社会主義の全面的建設の科学・技術的，経済的，文化的目的設定から出発

しなければならない。次の段踏での主要課題は，陶冶水準の向上と授業における高い科学位の

確立にある。j，r我々は最大の注目を，数学・自然科学の授業の改善，言語訓練，および歴史・

公民科の授業にむける。j，rこのセミナーへの DDRの参加者の討論は，我々の社会主義学校

の一層の発撲のための次の第一歩をふみ出し， 10年制学校での職業準備の基礎養成に移行する

ために多くの経験を意のままにできることを示した」邸)と。その後，数学科授業の改善措置に

関して 1962年 12月 17日に， SED中央委員会政治局と儲僚会議の共同決議「一般陶冶総合技

術オーベルシューレの数学科授業の改善とー麗の発展のためにJが出された5九そしてこれら

の方針および改善措置は 1963年以捧の社会主義の全面的建設期に入り実現されていくことと

なった。

かくして， r1962/63学年度において学校制度の社会主義的変革は，本質的に終了したj，

r1958年より 1962/63年の間に，あらゆる分野での学校制度の特別の飛躍がひきおこされたム

r1962/63学年度において，第5国大会の決定と 1959年の Schulgesetzの規定とが本質的に実

現されたj52)。
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V gl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 240. 
21) Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 260. 

22) Verfugungen und Mitteilungen des Ministeriums fur Volksbildung. Jg. 1959， S. 1. 

V gl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 264. 

23) Gunther， K.-H./Uhrig， G.: Geschichte der Schule... A.a.O.， S. 101. 

24) Ebenda， S. 101. 
25) Anweisung zum Schuljahr 1959/60. 

Vgl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 264. 
26) Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 263. 

27) Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 166. 

28) GBl. Teil 1. Jg. 1959， S. 823. 
29) GBl. Teil 1， Jg. 1960， S. 37. 

30) Gunther， K.-HパJhrig，G.: Geschichte der Schule... A.a.O.， S. 105. 

31) Dokumente der SED. Bd. VII1. Dietz Verlag， Berlin 1962， S. 142. 
32) Ebenda， S. 264. 

33) Ebenda， S. 298. 
34) VgL Gunther， K.…H./Uhrig， G.: Geschichte der Schule... A.a.O.， S. 113. 

35) Ebenda， S. 113. 

V gl. Bericht des Zentralkomitees an den V1. Parteitag der SED. In: Protokol1 der Ver-

handlungen des VI. Parteitages der SED. Dietz Ver1ag， Berli 
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36) Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 380. 

37) V gl. Grundriβder Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. "Einheit“， Sonderheft， 

August 1962， S. 183. 

38) GBl. Teil 1， Jg. 1961， S. 153. 

39) Vgl. GrundriB der Geschichte... A.a.O.， S. 181狂.

40) Monumenta Paedagogica. Bd. VII/2， Volk und Wissen Volkseigener Verlag， Berlin 1969， 

S事 407.

41) Uber der XXII. Parteitag der kommunistischen Partei der Sowjetunion und die Aufgaben 

in der DDR. In: Dokumente der SED. Bd. VIII， S. 497. 
42) Ebenda， S. 499. 

43) Gunther， K.-H.jUhrig， G: Geschichte der Schule... A.a.O.， S. 117. 

44) Ebenda， S. 117. 

45) "Neues Deutschland“， vom 27眉 Marz1962. 

46) V gl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/2， S. 424 
47) Vgl. ebenda， S. 432. 

48) V gl. ebenda， S. 433. 

49) V gl. ebenda， S. 433. 

50) V gl. ebenda， S. 436 f. 

51) GBl. Teil II， Jg. 1962， S. 853. 
52) Gunther， K.-H.jUhrig， G.: Geschichte der Schule ..眉A.a.O.，S. 119. 

3. 社会主義的教育法の形成と内容

移行期の最後の段階 (1958~1962)の教育制度 (Oberschuleを中心とする)を規律すると

ころの教育法として rドイツ民主共和国における学校制度の社会主義的発展に関する法律j

(Schulgesetz， 1959. 12. 2以下 SchG)l)， r一般陶治学校の確臨たる秩序の確保に関する政令j

( Schulordnung， 1959. 11. 12以下 SChO)2)，r一般胸冶学校の父母協議会に関する政令J(Eltern輔

beiratsverordnung， 1960. 1. 7以下 EBVO)3)， r教師 (Lehrkrafteu. Erzieher)の権利・義務に

関する政令J(Arbeitsordnung fur padagogische Krafte der Volksbildung， 1962.9.22，以下

AOVB)めなどがある。また，重要な関連法としては，ドイツ民主共和閤憲法 (1949年憲法)5)，

7カ年計画法 (1959.10.1)6)，労働法典 (1961.4. 12)1)， r地方人民議会とその機関の任務と活動

方法に関する規則J(1961. 6. 28)8)，その飽中央・他方の国家機構を規律する地方制度関係法(後

述)などをあげることができる。

このうち， SchGはその名のとおりこの期における学校制度の社会主義的改革の基本を定

めた法律で、あり， 1946年以時の「ドイツ学校の民主化に関する法律j にかわるものとして，釈

しい学校 (10年制一般陶冶総合技術オーベルシュ}レ)の性格・課題・学校階梯・就学義務・

教師および国家機関の任務・住民との協働・科学者の任務その他についての基本原則を定めて

いる。これをうけて飽の諸法は個別領域の定めをなしている。 SchOは学校の組織法として，

EBVOは父母協議会の組織・任務および学校との関係について， AOVBは労働法典第 107

条規定の労働規則 (Arbeitsordnung)を教員に適用したもので盟僚会議と教育労働組合 (die

Gewerkschaft Unterricht und Erziehung) との合意にもとづき制定され 7カ年計磁法は

SchGに定められた 10年昔話オーベルシューレの設置計画・教員の養成計画などを各県単位に

定めており，地方制度関係諸法は地方の国家機関(地方人民議会および Ratを中心に)の任務
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および国・地方・学校その他諸組織・諸機関の相互関係を定めたところの教脊行政に関する組

織法・行為法である。

以上の教育関係法については以下逐次検討するとして， ここでは 1949年憲法の教育関係

条文についてその概略をふれておくこととする。この憲法は，反ファシズム・民主主義を基本

とするポツダム協定の笑施，ドイツの統一，などの歴史的課題を反映し，また 1952年以降明確

となる社会主主義革命への展望合も含みつつ，更には患家権力の人民民主主義的性格を皮映す

るなど， 多様な諸要閣に規定されており， この憲法の性格規定は必ずしも定まっていなし、へ

その後この憲法は数回の改正をへており， 55年9月には「憲法補充法」により寧備規定が新た

に設けられ (5，112条)10)，58年 12月にはラント議会廃止法により憲法関係条文は削除され11)，

1960年には国家評議会設置法により大統領剥は蕗止され国家機構の中核部分に変更が加えら

れ12l， 1968年憲法にひきつがれた。

49年憲法の性格規定については今後の検討課題とすることとし憲法の教育条文に触れる

前に， 2・3の重要な憲法規定にふれることとする。 それは，国家及び企業の政治過程・経済過

程への市民・労働者の参加に関する基本権についてである (6~18 条)。経済過程についていえ

ば，生産及び労働条件等に関する労働者の共悶決定権 (untermasgeblicher Mitbestimmung， 

17条)，公けの経済計酪の作成過程への「市民の直接参加」権 (unterunmittelbarer Mitwirk幽

ung， 21条)，労働関係法の立法過程への「決定参加j権 (untermasgeblicher Mitbestimmung， 

18条)などの保障が注目されてよいし政治過程については，中央・地方レベルで、の共同形成

権 (Rechtzur Mitgestaltung， 3条 2項)，共同決定権 (Mitbestimmungsr巴cht，3条 3項)の

保障が注目に値する。これらの諸権利は，教育関係分野でいえば教育関保諸法の立法過程，中

央・地方レベルでの教育政策の形成実施過程，経済計画にくみこまれた学校設置などの教脊計

画の作成過程，労働青年・労働者の企業内，公共施設での労働力掲冶の計画・実施過程，など

への市民・勤労者の参加権・共同形成権・共同決定権を保障したものであり，このような意味

からも重要な規定であるといえる。

次に， 49年憲法の教育関係条文をみることとする。まず第 36条は， rすべて市民は，陶冶

(Bildung)および自己の職業の自由な選択に対し，同等の権利を有するJとして，全市民の「教

育への権利J(Recht auf Bildung)を確認している。 36条はついで「青少年の陶冶 (Bildung)

並びに市民の一層進んだ精神的・専門的陶冶 (Bildung)は，国家的・社会的生活のすべての領

域において，公けの施設により確保されるJとしており， r教育を受ける権利」が単に子どもの

みでなしすべての市民の権利であり，かつ全生活領域において，公けの施設により保障され

ることを定めている。 また， この後段部分は教育の関家事務性 (Angelegenheitdes Staates) 

を篠認した条文で、もある。ところで， ドイツの場合一接的にそうであるが，我々のいう教育と

いう概念は， Bildung (陶冶)と Erziehung(詰iI育)とに厳密に分けて使用されている。これを

憲法条文でみると Bildungについては以上の如くであるが， Erziehungの方は，まずそれが

親の自然、的権利として把握される。第 31条は， r子ども (Kindern)を，民主主義の精神により

精神的・身体的に有能な人間に育てること (Erziehung)は，両親の自然的権利であり，社会に

対する彼らの最高の義務であるJとしづ。 ついで、第 37条は学校教育における割育の径務につ

いて次のように定めている。 r(l)学校は，青少年を憲法の精神に徒って，自立的に思考し，責任

感をもって行動し，自ら共同体の生活の一員となる能力と用意のある人間に訓育する。 (2)文化

の伝達者(拡ittlerin)として， 学校は青少年を諸民族の平和的で且つ友好的な共存と真の民主
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主義の精神にもとづいて，真の人時性 (Humanitat)へと訓育する任務をもっ。 (3)両親は，そ

の子どもの学校教育 (Schulerziehung)に醸して，父母協議会を通して参加する (mitwirkentJ

と。かかる定めは，学校教育なかんずく司n育の面では，一方でそれを親の自然権であることを

確認しつつ，他方で学校教育のもつ言11育部での課題を重視し，それに関しては親の学校への参

加権 (Rechtauf Mitwirkung)を特に明記しその機関として父母協議会を設置することを確

認したものであり，学校教育が社会共同の事柄 (Sache)であることを具体的な権利性にまで高

めたことを示すものであるといえる。

さて，以下では，ここでみてきた関民の教育権，父母の学校教育への参加権などの基本権

が学校を中心としてどのような学校の組織編成，学校と社会的諸機関，諸組織，諸国体との関

係，機構の中で、実現されようとしているのかを， 1958年から 1962年の聞の教育諸法の規定の

検討を通してみることとしたい。

註

1) Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. Teil 1， Jg. 1959， S. 85仏

2) GBl. der DDR. Teil I， Jg. 1959， S・823.

3) GBl. der DDR. Teil I， Jg. 1960， S. 37. 

4) GBl. der DDR. Teil II， Jg. 1962， S. 675. 

5) GBl. der DDR. Jg. 1949， S. 6. 

6) GBl. der DDR. Teil I， Jg. 1959， S. 703. 

7) GBl. der DDR. Teil I， Jg. 1961， S. 27. 
8) GBl. der DDR. Teil I， Jg. 1961， S“51. 

9)木出純一『社会主義法概論』法律文化社， 1971， 304ベージ以下参照.

10) GBl. der DDR. Teil 1， Jg. 1955， S. 653. 

11) GBl. der DDR. Teil 1， Jg. 1958， S. 867. 

12) GBl. der DDR. Teil 1， Jg. 1960， S. 505. 

(1) 一般陶;合総合技術オーベルシューレ

一般陶冶総合技術オーベルシューレへの移行は， 1959年 1月の第4田 SED中央委員会総

会で決議され， その後その最初の時間表 (Stundentafel)l)および Lehrplanが国民教育省によ

り作成され， 1959/60学年度より実施過程に入った(義務制への完全な移行年次は 1964年)2)0

58年以持の社会主義的学校変革がそれ以前の時期と本質的に異る点は，学校形態の差異に注g

するとこの 10年制 Oberschuleであり(それ以前は Grundschule，Mittelschule， Oberschule 

という学校差があり 8年制の Grundschuleを中心とする就学義務制)，教育g的からいえば社

会主義的人格の形成を目的とするか否かにある。

Oberschul巴の教育目的についての定めは， この期の教育法についてはそれぞれに規定さ

れているが (SchG第 3条， SchO第 7条， EBVO第 1条)，それらは共通するところが多いの

で， ここでは 7カ年計画法で規定されている教育罰的をあげておく。開法 rcのむは「国民

教育J(Volksbildung)について定めており， その冒頭で次のようにいっている。 r7カ年計画

における由民教育の課題は，子ども・青少年を彼らが社会主義社会における生活の多様な要語

に適合するように養成し教事干するという要求に規定されている。司n育と陶治が社会的実践の

要求に照応することによって，学校と生活との結合は全面的に発展される。学校は，労働およ

び労働する人間を愛し生産過程の基礎知識や科学・技術の基礎知識に習熟し芸術的に開花
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し身体的活動にも能力を発揮できるところの社会主義的人間を育てるとしづ任務をもっ。J3)

と。教育目的規定を全体としてみると，それは， r総合技術陶冶に立脚する高度の一般掬冶J，

f科学・技術・文化の基礎となる確実な知識の伝達j の保障 (SchG5条)と， r労働および労働

する人間への愛J(SchG 3条 1項)を中心とする訓育， の二つを核として形成されていると

し、つ vとよし、。

そしてこの目的を実現するための授業は r国家の Lehrplanに従ってなされなければな

らず，そのプランは授業の科学性の体系性を保障するものでなければならない。授業は，科学

の最新の認識にもとづいていなければならないし理論と実践が確保され，生徒の行動性と自

律性に立脚しそれを助成するところの進歩的授業方法が適用されなければならなし、J(SchG 

4条 2項)にみられるように，授業の科学的体系性，最新の科学に依拠する授業，理論と実践

の結合や生徒の自律性・行動性を保障し助成する授業方法などを媒介として教育目的は達成さ

れなければならないとされる(なおここで授業は留の作成する Lehrplanによってなされなけ

ればならないとされているが，後述するように Lehrplanの作成そのものに教師・教員組合等

が参加するのであり， 日本の如く学習指導要領の法的拘束力の是否を論ずるような状況にはな

いことは明らかである。むしろ， Lehrplanの科学性を全国的教育実践を基礎としてどう確立

するかが問題となっているのである)。

ところで， さきの教育目的を達成する教育の場は， Oberschuleだけについてみても授業

のほかにきわめて多様で、ある。学童保育所 (Schulhort)，宿題室 (Hausaufgabenzimmer)寄宿

(Internat)での Lehrer，Erzieher による教育活動， Patenbetrieb (生産授業 Bの実施企業)

および LPGの Lehrabteilung(教場)， Arbeitsplatze (生産現場)での Lehrerおよび Betreuer

(指導員)の教育活動，生徒の自主的課外活動としての Arbeitsgemeinschaft(部活動)， Kurse， 

学校スポ…ツの Gemeinschaft(運動部)， Ferieng己staltung(休暇中の教育活動)などでの諸活

動，ピオニール.FDJなど青少年組織の自主的学校活動，など生徒の陶冶・諒11育の場は学校を

中心に地域的にも，人的にも拡大している。このような教育の場の拡大と，教育に霞接関係す

る人的構成の拡大自体は，学校の社会主義的変革の一つの特徴をなしている。

Oberschuleを中心とする学校階梯に着目すると，就学義務は7歳より始まり，第 1---第

4学年は Unterstufe(初級段階)，第 5---第 10学年は Oberstufe(上級段階)としてニつの段階

に区分される (SchG5条)0 10年制 Oberschuleのほかに 12年制の erweit邑leOberschule 

(拡大オ…ベルシューレ)があり， 両者のカリキュラムの相違は第 9学年より始まり4)， erw. 

Oberschuleを卒業すると HoclトSchule(単科大学)ないし Univ巴rsitatへの入学資格 (Abitur)

を得る (SchG7条)010年制 Oberschuleを卒業した場合には，継続して 2年間の Berufsschule

への就学義務が諜され (SchG8条)5)， その内の一部は特定の課程 (Lehrgang) と試験 (Son幽

derreifeprufung)により Fachschule，Hochschule， Univ巴rsitatなどへ進学することが可能と

なっている (SchG6条)。従って 10年制 Oberschuleへの移行は 2年間の Berufsschuleを

加えると実質的には 12年間の就学義務が存在するとみてよいこととなる。

設

1) Vgl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， Volks und Wissen Volkseigener Verlag， Berlin 

1969， S. 240 ff. 
2) V gl. ebenda， S. 260 ff. 
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3) GBI. der DDR. ; Teil I， Jg. 1959， S. 724. 
4) Vgl. Monumenta Paedagogica. Bd. VII/1， S. 240. 

5)そのカリキュラム (59/60学年度)については，向上 265ページ参照。

(2) 学校 (Oberschule)の組織編成(その1.学校の内部総織)

イ 職員構成 学校職員は，大きくいって教員 (Lehrkrafteund Erzieher) と管理者

(Leiter)で構成される (AOVB1条)0Leiterには，校長 (Direktor)，分校主導 (Schulleiter)，

校長ないし分校主事の代理 (Stellvertreter)が属する。教員は， LehrerとErzieherに分けら

れる。前者は授業担当者であり，初級段階での復数科目担当 (2~3 科回)の Un terstufenlehrer 

と専科担当の Fachlehrerよりなる。後者 (Erzieher)は，学校内でいえば学童保脊所および寄

宿舎にいる Lehrer以外の教員であり，生活指導・課外活動など訓育面での指導に従事する。校

務分掌上の職種として，学年主任 (Klassenleiter)，学童保育所主径 (Leiterdes Schulhortes)， 

寄宿舎主任 (Leiterdes Internats)がおかれ， Lehrerが兼任する。以上のほか，課外教育施設

(Einrichtungen fur die auβ巴runterrichtlicheBildung und Erziehung)には， Lehrerおよび

padagogisch巴 Mitarbeiterが配置されている (AOVB1条 1項 f)。

ロ 学校運営の基本原則 学校内での管浬運営の基本原則は r集間協議を基礎とする

独任制管壊 (Prinzipder Einzelleitung auf der Grundlage kollektiver Beratungen) (SchO 

14条 1項)であり，校長はこの原則にもとづいて学校を管理しなければならない。集団協議の

組織としては，教育会議 (PadagogischeRat)，父母協議会，企業付設の総合技術協議会 (Poli-

technische Beirat)，学年主f壬を中心とする会議(呼称はないがその学年の掲冶・謬iI育に関係す

るところの Lehrer，Erzieher， Klassenelternaktiv，企業の Betreuer，ピオニール指導員， FDJ 

の指導部などの協議)， および教員組合， ピオニーノレ組織の指導部， FDJの学校組織の指導部

などがあり，校長，学年主任，学童保育所・寄宿舎の主任などは，これらの組織における協議

に立脚して学校管理にあたらなければならない (Vgl. SchO 14条， 21条，その他)。

また， 集団協議の原則と同じ観点、に立つ原則といえるが r住民との密接な協働 (Zusam-

menarbeit)Jの原則 (SchO12条)， Lehrer， Erzieherその他関係者のあいだでの「積極的な

協力 (Mitarbeit)Jの総織化の原則 (SchO13条 4項 C)，学校管理における「ピオニール組織，

FDJ組織との協働 (Zusammenarheit)Jの原期 (SchO13条4要f)などにみられるように， r協
働」或いは「協力」ないし「参加」の原則が，校長・教員・父母・生徒集団・企業・ LPG・学

校管理機関・労働組合 .NFDD.その他との間の関係に適用されている (SchG11条2・4・5

項， 12条)。

ハ校長の権娘および義務 校長は，学校の全教員の職務上の上司 (Dienstvorgesetzter)

であり (SchO12条 1項)，教育会議の議長として全教員の「活動の統一性を確保するj義務を

負っている (SchO12条4項)。校長は，学年主任を指名し(同 13条 2項)，一定の校務の分撃

を校長代理および偲那教員に委任し(問 13条4項 b，16条3項)，教師の授業準備と授業につい

し (kontrollieren)，授業参観 (hospitieren)を行い(開 13条4項 c)，生徒の就学義務な

し(間 13条 3項)，教員の表彰及びその内申権を有し(同 15条 1項)，教員の秩序違反行為

に対する求釈明・訓告 (Misbiligung)および懲戒内申権を有し(向 15条2噴， AOVB 16条)，

学校の家麗権 (Hausrecht)および対外的代表権 (SchO12条5項)， 教育会議の決議に対する

裁可権 (26条 2項)などを有する。
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校長の任務ないし義務はきわめて多領域にわたっている。校長はその学校の課題・任務を

実現する上で以下のような義務を負っている。「住民との密接な協働j義務 (SchO12条2項)，

全教員の「行動の統一性を確保するJ義務 (12条4項)，学校管理活動に対する学年主任の「積

極的な協力ないし参加 (Mitwirkung)J合組織化する義務， Lehrer. Erzieh巴rの適正配置を充

足する義務 (13条4項 a)，全教員の定期的な経験交流の組織化 (13条4項 c)，全教員の職務に

ついての定期的協議の実施 (13条4項 e)，ピオニーノレ.FD]などの青少年組織との密接な協働

(Zusammenarbeit)の義務 (13条4項 f)，学校の年間活動計画(Jahresarbeitsplan)の実施状況

についての教育会議への報告義務 (13条4項 m)， 国民経済計画・学校予算計画に関連する学

校課題の充足状況についての教育会議への報告義務(同)，教員・父母・勤労者・青少年組織・

生徒などからの批判・指措・提案の尊重と問答義務 (14条 2項)，全教員の利益の代表義務 (14

条 3項)， 校長による授業参観についてのさ当該教師とのはなしあい，教育会議での相互評価な

どの実施義務 (13条4項 c)，教員の表彰・懲戒についての労働組合の意見聴取の義務 (15条4

項)，その他がある。

以上からわかるように，校長は教員の職務上の上背であ仏教育活動に対する監脅権を有

するとはいえ， そのL広範な任務(義務)を遂行していく為には， 学校の全ての関係者の集団協

. jあ働・参加を適切にJ組織しそれに「立脚J(14条 1項)しなければならず，かなりの専門

的力量を要求されているといってよい。しかも，校長は学校活動の全てにわたり個人責任をお

っているだけに r集団協議を基礎とする独任制管現」者としての校長は学校組織の中核的存

在といえる。

二校長以外の Leiterの権限および任務 学校におかれる Leiterには既述したように

Schulleiter (分校主缶入校長ないし Schulleiterの代理 (Stellvertreter)がおり， そのほかに

多少性格を異にするが Schulhort及び寄宿舎の Leiterがし、る。分校主任は， 当該分校におい

て校長と全く同様な職務に従事する。校長代理は， r校長を補佐し，校長の憧常的代現者」とし

て位置づけられている (SchO16条 1項)。校長は一定の明確な範囲の在務を校長代理に委任で

き，その委任は「校長代理が 2年間で学校管理の全ての任務に精通するように」計画的になさ

れなければならない (16条 3項)0Schulhortの Lεiterは一定の養成課程を経た Lehrerであ

り，学校の年能活動計画にもとづいて Hortの教員 (Lehrer，Erzieher)を指導し，被らと学年

主任との問の「教育的・方法的経験交流を助成するj 任務をおう。 Schulhortにはこの他に名

誉職的地{立をもっ援助者 (Helfern，父母の中から選任)がおり， Leiterはこれら Helfernに対

し「教育的方法的援助jを与える。更に Leiterは， Hortの生徒の自由時期形成 (Freizeitges-

taltung)の企闘に対し ピオニーノレ組織や FD]の指導部 (Leitung)が立案した計聞と調整し

つつ， Hort の当該計調を企画する任務を負っている (17 条 1~4 項)。寄宿舎の Leiter の場合

の怪務も Hortの Lξiterに準ずることとされている (17条5項)。

ホ学年宣伝 (Klassenleiter)の権限および任務 学年主任は，その学年の計画的訪11育

活動，全ての際冶・司11育活動， Lehrplanの包的の達成，労働者・農民の子弟の特加の助成，

課外活動などに対し査任を負い (SchO18条)， 同時に「全教員の活動の統一性j を形成する

擦に校長を援助し， Lehrplane， Stundenplanの実現に当っては校長と共同する (13条 2・3嘆)

ところの地位にある。それ故学年主任は，校長が学校全体の活動に個人責任を負っているのと

荷様に，当該学生存の全教育活動に責任をおうところの重要な職務をもつこととなり，学年にお

いて「集団協議にもとづく独任制管理」の原即を実現する地位にあるものといってよい。
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学年主任の権限としては，学年の教育活動計画 (Pl呂田 der Klassenleiter)の作成 (Scho

22条 1項)，学年の関係教師 (Lehrer)による Lehrplaneの充足状況の監督 (kontrollieren)(19 

条 a)，教師の授業準備と授業の質についての確かめ (sichuberzeugen)と，個別教師による課

題の未達成状況がある場合における一定の措置の実施と校長への報告 (19条 a)，遅進生徒に関

して Schulhort，寄宿舎の教員に一定の指示・要求を提示する権罷 (19条 b)，生産授業日の実

施状況の把躍と Betreuerに対する一定の指示・勧告権 (19条 c)，生徒の観察・評儲記録の作

成 (20条 1項)，生徒の成績証明書の作成と手交 (20条2項)，年度末における当該学年の期冶・

言I!育活動の分析害の作成 (22条 2項)，などである。

学年主任は以上の権限を有するが，その権限の適正な実施のために以下の義務を負ってい

る。学年の教育活動に関する全関係者の協議の組織化 (Lehrer，Erzieher，父母協議会メンバー

の中から学年担当責径者として選任されるところの Klassenpaten，学年の父母アクティブ，

Gruppenpionierleiter， FDJの Gruppenleitungなど)(19条 d)，Betreuerとの密接な協働

(zusammenarbeiten)関係の形成 (19条 c)，生徒の観察・評価の記録の作成に探して Lehrer，

Erzieher， Betreuer，上記父母・青少年総織の代表・指導部との協働義務 (20条 1項)，生徒の

自主活動・自由時間形成の指導にあたりピオニールグループ， FDJグソレープ(学年のグループ)

との協働義務，ならびにその活動に関して生ずる全ての問題に関する生徒との定期的な共同評

価の実施 (19条 e)，生徒の鑑康状態の把接・スポーツ活動の助成，ピオニール指導員.FD]指

導部と共同しての休日形成の組織化，学校監との恒常的連携の維持 (19条 f)，少くとも年 3回

の父母集会 (Elternabend)を開催し重要な訓育問題についての父母との協議の突施(その際，

Erzieher， Klassenpaten， Elternal王tiv，Gruppenpionierleiter， FDJ-Gruppenleitungと共同す

る)，家庭訪問 (Elternbesuch)の実施と父母との恒常的協働の保障義務 (21条)，教育会議の前

に学年の教育活動の校長への報告義務と年度末における学年の陶冶・言1¥育活動の分析義務 (22

条2項)，などである。

以上みてきたことからもわかるように，学年単位にみてもそこには個人責任，独任制管理

の原郎と，集団協議.I協働・参加の原則が貫かれており，学年主任は学年単位での教育活動の

協業の組織者であるといってよい。

へ教育会議 (PadagogischeRat)の地位と任務 教育会議は「集団協議」の原則にも

とづいて設置される中心的機関である。この会議は決議権を手ぎしているが，会議の性格が「校

長の協議機龍J(ein beratendes Organ des Direktors)であることから，決議は校長による裁

可 (Beschtatigung)を要しまた，校長の倒人責任 (persδnlicheV eran twortung)は教育会

議により消滅したり制限されたりすることはない (SchO26条)。それだけ独告制管理機関とし

ての校長の俗人責任は重いといえる。

教育会議の構成は，教員 (Lehrer，Erzieher)の全て，父母協議会議長， Bεtr仙台T の内か

ら学校の管理者 (Leiterder Schule)により選F在されるところの熟練専門労働者・協同組合農

民・技師 (Ingenieure)および Meisterなど，であり (27条 1・2項)，そのほか特別の生産労働

-協向組合農民・知識人が教育会議の活動に参加できるようにしなければならない (sindzu 

beteiligen)とされている (27条 3項)。

教育会議の協議事項は以下のようなものである。 学校の活動計画 (Arbeitsplan)(28条 1

項)，援業と生活・生産の結合に関する諸問題，授業方法の完全化および労働者・農民の子弟の

助成に関する諸問題 (28条 2項)などである。 この際，教育会議は，校長・学年主任・専科教
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. Schulhortおよび寄宿舎の Erzieherなどに対し， Lehrplane，陶冶言11育活動の状況，生徒

の規律などについての報告を求めることができ (28条 1項)， また r当該学校および他の学校

における教師 (Lehrer)の最善の経験を評価し，科学的論争を助成しそのことにより構成員

の責任ある活動の条件を創造」し (28条 3項)，更に「住民を青少年の鞠冶言1¥育活動に関心をも

たせ，学校活動の中にひきいれるため」の措置を講ずることな要求されている (28条4項)。

(3) 学校の組織編成(その 2.学校と父母協議会)

社会主義的学校は「国民のもっとも間有な事柄であるj とする基本原則から，それにふさ

わしい学校と父母との関係が形成されなければならない。父母協議会 (Elternbeirat)はその中

心に位寵する機関であるといってよい。 SchG11条 4・5項， SchO 29・30条は，学校と父母と

の関係の基本原則を定めており， Elternbeiratsverordnung (1960. 1. 7)は父母協議会の経織・

任務についての詳細な定めをなしている。

父母協議会は，就学児童・生徒の父母による選出代表機関であり (EBVO3条 1項)，学校

との関部では r学校活動に参加する (ander Schularbeit teilnehmen)j権利 (SchG11条4

項)と，学校と共同して「青少年の全面的な陶冶と雷11育に責任を負J う機関であり (SchO29 

条 1項)， ここから学校との「協働j. r協議j，学校活動への「援助」などの任務が出てくる

(SchO 29条 1・2項， EBVO 1・2条など)。 父母との関係でみると， 父母協議会は，学校課題や

教育関保法規の実施過程で学校を援助する父母集団を組織化する任務 (EBVO4条4項， SchG 

11条 4項)や，父母の中で社会主義的陶冶・訪日育の目的・内容について啓蒙・宣倍・協議する

任務 (EBVO4条 1・2項)をもっところの自主的組織である。また，青少年との関係では， ピ

オニール組織や FDJなどの諸活動な援助する{壬務をもっ機関でもある (EBVO4条2項)。 こ

のように，青少年の社会主義的階冶・訓育の包的の実現過程で，父母協議会を中心とする「協

働j関部は， 学校・父母・青少年組織・地方の酷家諸機関 .NFDDその他を含む広範な領域

で形成され，制度化されている(地方の国家機関との協働については SchG11条5項， NFDD 

との協織については父母協議会の選挙その他にみられる。後述。)

父母協議会のメンパーは，父母集会で選出され，任期は 1年である (EBVO5条 1項)。

の実施は， Stadtkreis (市)， Kreisangehorige Stadt (町)， Gemeind(村)の Ratが，郡および町村

の NFDDの委員会と協働して行う(地方人民議会とその機関の任務と活動方法に関する規賠)。

父母協議会のメンバーには，被選出メンバーのほかに， Patenbetrieb (提携企業)の代表， DFD 

(ドイツ民主婦人間盟)の代表， ピオニール組織，，=ノレンスいテールマン“の Freundschafts帽

leitungの議長或いは FDJの Grundeinheit(学校支部)の書記長 (hauptamtlicheSekretar)， 

FDJ郡指導部の代表，教員組合の学校代表， NFDDの当該地底委員会の代表 2カ国を使用

している地域では Domowina(?)の代表，などが加わり，会議には校長も参加する(同5条3項)。

父母協議会のメンバーからは，各学年に Klassenpateが配童まされるの条9項)。また各学年単

位に Klassenelternaktivが複数選出され，学年単位の父母の代表機関として機能し (11条)，

Klassenpateがこれを指導する (13条 2項)。

父母協議会は，そのメンパーの中から幹事 (Vorstand)を選出し，それは議長・議長代

理・書記長 (Schriftfuhrer)により構成されるの条5項)。議長は教育会議の構成員となる。

幹事のほかに，父母協議会はその任務の遂行上必要な委員会 (Kommissionen)を常設し，必要

な場合は臨時委員会を設置する (8条)。 この委員会の設援に際しては，父母協議会は，学校，

NFDD， Patenbetrieb，民主的諸組織と密接に協働して設壁しなければならす，父母は，
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をもたない市民をも加えてこの委員会の中で父母協議会の活動に参加し協力する (8条)。 父母

協議会は， 協議会の会議を定期的にかつ公開で跨催し(校長および父母も開罷を要求する権利

をもっ)，決議念発することができ，学校に対して勧告権をもっ (6条 3-4項)。父母協議会は，

父母の全員集会および学年集会 (Klassenelterna ben t)を開催する (6条 1項， 12条3項)。

父母協議会は，教育関係法規や学校の年間活動計闘にもとついて自己の活動計画を作成す

る (6条 2項)。 父母協議会の学校援助は多i技にわたっており，それは生徒の学習成績の改善，

労働者・農民の子弟の助成，総合技術授業の援助，学校の規律の改善， 秩序の維持確保の援

助， Schulhortや寄宿舎の活動の改善，課外活動・休日形成の援助，学校の物的条件の改善，

などにわたる (4条4項)。 父母協議会の委員会の活動は，授業活動，課外・校外での生徒の保

護，教育実践に関する宣伝，生徒のスポーツ活動，生徒の文化活動，学校の物的・経済的・保

龍上の問題，などの諸領域にわたり，それぞれの領域で委員会を設置し父母の参加を確保し

て，学校活動を援助する (9条)0Klassenelternaktiv (以下 KEAという)は， r学年目標の達成

のために父母の協力 (Mitarbeit)を組織し，学年主径と協働するj ところの学年単位の機関で

ある (11条)0KEAは，具体的には，生徒集団の発展や規律の確保を援助し，学年主笹と家庭

との結合の強化を援助し，父母集会や学校行事への父母の参加を確保し Schulhort，Arbeits-

gemeinschaft (生産技術活動を含む生徒の自主的クラブ活動入学校スポーツ Gemeinschaft，

生徒閣議館などの活動の援助，ピオニール組織-FDJの活動の援助， などの任務をもってい

る (12条)。

父母協議会は，以上の如き活動を突絡するにあたり，いくつかの権利を有L，また地方の

閤家機関は父母協議会の活動の効成に関していくつかの義務を負っている。さきに見たように

父母協議会は決議擦をもち，それにもとづいて学校への勧告擦をもっ。この勧告は校長の同意

にもとづき拘束力なもつが，その場合父母協議会と校長との間に合意が成立しない場合は，郡

学校委員会 (Schulrat)に提訴し郡学校委員会が決する (6条4・5項)。 父母協議会議長の教

育会議への参加権についてはふれた。 父母協議会，委員会， KEAのメンパーは，校長の同意

にもとづき授業を参観し， 課外の行事に参加する権利をもっ (14条)。 また， 校長・教員は，

父母協議会(委員会-KEA)のメンバーの提案・批判に対し考臆する義務をもっ (17条)。

Kreisrat (郡評議会，郡の執行機関)は，郡内の父母協議会の会議を実施し，経験交流の場を保

し父母協議会議長のスク…リング (Schulung)を定期的に開催し，校長会議への父母協議

会議長の参加を保障する (16条2項)。また，県および郡の Ratは，重要な教育問題を審議す

る諜，父母協議会(委員会 -KEA)のメンパーをその協議にひきいれなければならない (16条

3項)。

(4) 学校の組織編成(その 3.学校と企業-LPG) 

1958年より 1962年における学校の社会主義的変卒の基本的変革窟玉虫は， 学校と

的生産との結合の原則であった。この原期に立って， SchGは「学校と菌家機関は，青少年の

養成 (Ausbildung)及び社会主義的言11育のぎをての開題において，ならびに休日形成の準備・

施の際には，工業・農業における社会主義的生産諸企業と密接に協働することを義務づけられ

るJ(11条2項)と定め，更にこれら企業の具体的責任にかかわって r人民所有企業 (VEB)

および農業生産諮問総会 (LPG)は， 総合技術授業の発展に醸して， なかんずく

産の場で行われる授業の実施に際しては，学校を援助することに素缶をおうJ(問)と定めて

し、る。
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青少年の総合技術陶冶・訪1¥育は， 学校と企業との密接な「協働j(Zusammenarbeit)のも

とで実施される。そして，この「協働」の組織化過程においても，偶人責任原則と協働原則が貫

かれている。{恩人責任については，校長，企業管理者，郡評議会 (Kreisrat)がそれぞれの権限・

職務の範囲で責f去を魚い， 協繍関係は，学校と VEB・LPGなどとの Patenschaftsverhaltnis

により形成される (SchO8条 2顎， Patenschaftとは子どものキリスト教的IDJI育に代父ないし

教父が共問責任をおうことを意味する。ここでは生産技業日を企業が共同して資任を負う関係

をいう)。

校長は， r生徒の総合技術胸冶・言1¥育に責任を負し、j，r授業と生産活動との体系的・計画的

結合Jを「確保しなければならなし、j(SchO 8条 1痕)。ところで総合技術授業の中心科目は企

業で実施される「生産授業日j(Unterrichtstag in der Produktion)であり，これは，議義合中

心とする「社会主義生産入門j(Einfuhrung in die sozialistische Produktion)と，実習科目と

しての Grundlehrgange(生産突習の基礎教程)のこつで構成されており，それぞれ Lehrplan

がある。 したがって校長は，関民教育省作成のこの rLehrplanに従ってj(8条 l項入学校の

年間活動計闘を作成し，その実施を監督し，寅缶な負うこととなる(なお，学校における総合

技術陶冶・訓育は生産授業日にのみ限定されるわけではなく，他教科および課外活動・休日形

成にまでおよび，それら全体に対しても校長は責任を負うこととなる)。

企業管浬者 (LPG議長)は，企業における生産授業日の「計画的・継続的実施に責任を負

う (SchO9条 1項)。その際企業管理者は，熟練労働者.Meister . lngenieureの中から

産授業臼の指導員 (Betreuer)を任命しかつ必要な教場 (Lehrabteilung)および生産の場

(Arbeitsplatze)を設置し教材・教具・生産装置・設備などを確保しなければならない (9条

1・2顎)。このほか企業管理者は，学校が必要とする総合技術関係施設・設備・スポーツ関係設

備.Schulhort・寄宿舎の設備などに関しても， その設置を援助する義務を負い，更に，生徒

の課外活動としての Arbeitsgemeinschaftの活動に人的・物的援助を与えなければならない

(9条 3項)。なお企業管理者の義務については，企業における盟体協約の中でとりあげられるよ

う定められている (9条4項)。

郡評議会は， VEB， LPGなどの連合を組織し生産授業臼の詩施設の充実に責任を負い

(SchO 10条 1項)，郡評議会の補助機関である全ての Fachorganeの協働と関係諸企業・諸施

設の援助を通して総合技術陶冶の強化に資任を負う (r郡人民議会とその機関の任務と活動方法

に関する規則jIIIのKの3)。

以上の関係諸機関の「個人資缶j は r協働」原則に立脚しなければならない。協働原則

の実現機関としては， 会業および県・郡評議会におかれる総合技術協議会 (polytechnische

Beirat)がその中心に位置づく。企業付設の総合技術協議会は，生産授業日 (r基礎教程j)の

「計画・実施・監督について協議しj，rB巴t町田rの選出・資質の向上，教師の総合技術的能力

の向上に協力し (mitwirken)j， r社会主義生産入門j科の物的諸条件を確保するなどの任務を

もっ (SchO11条2項)。この総合技術協議会の構成は，企業の管理部門の代表，企業労働組合

執行部の代表， FDJの代表，熟練労働者，お1eister，lngenieure，企業医，企業の職業学校の

Lehrmeisterおよび教師，学校の教師(基礎教稼の担当教師)，父母協議会の代表，などによる

(11条 3項)。県および郡の評議会に付設される総合技術協議会の構成は，企業付設のそれと問

様であり， r企業開，総合技術協議会開の経験交流」のJ組織化の任務をもっ (11条5項)。
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(5) 学校の教育課程

学校の教育課程の内容についてではなし教育課程管理の概容についてふれる。 SchO第

1条は r菌員教育省、，県，郡の学校委員会 (Schulrat)及び校長ないし分校主事は，学校にお

ける活動の合計臨性 (Planmasigkeit)，継続性 (Stetigkeit)，秩序 (Ordnung)に対し全面的

な (voll)責任を負う」と定め，学校教育活動の責任(行政)機関として，校長および県・郡の

学校委員会および人民教育省、をあげている。学校の教育課程管理に対しても，この行政顕則は

適用される。

r(学校の)授業は，国家の教授プラン (L巴hrplane)と時開表 (Stundentafel)にもとづいて

行われるJ(SchO 1条 2項)。 これに対し教員は r教授プランに確定されている鞠冶・言I!育課

題 (Aufgaben)を良心的に充足することにより，全ての生徒が学年・学授の臼的を達成できる

ような前提条件をつくり出すことに責任を負う J(間)，或いは，教員は「掴家の教授プラン，

社会主義的教育学者のすぐれた認識，他の諸科学・技術ならびに民族のすぐれた文化的遺産を

基礎としかつ労働と密接に結合して，その授業を形成する義務を負う J(AOVB 2条 2項 a)

と定められている。したがって，国の教授プラン・時間表は，学授の教育活動および教師の教

育実践を基本的に拘束しておりラこれが教育課程管壊の原則のひとつとなっている。

学校は， 以上の原則にもとづいて， 年間活動計画(Jahresarbei tsplan)，学年主任計

画 (Planeder Klassenleiter)， 教師の単元分割計額 (Stoffverleihungsplaneder Lehrer)， 

Schulhortおよび寄宿舎の活動計画 (Planeder Leiter und Erzieher in Schulhorten und 

Internat巴n)，時間計画 (Stundenplan)などの諸計調を作成する (SchO2条 1項， 3条 1項)。

年間活動計画は，その年度の「階冶・言iI育活動の主要課題とその解決方法ならびに物的条件に

関する課題j を定めたものであり (SchO2条 1項 a)，他の諸計調の立案の基礎をなし「労働

組合グ、ループ (Gewerkschaftsgruppe) との協働で作成され，教員会議において協議されなけ

ればならなしづ (2条 2項)。学年主在計画は，学年単位で定められ， r生徒の体系的陶冶・司iI育

過程を定めJ，すべての生誌の「全部的発達Jr目標の達成Jr労働者・農民の子弟の特別の助

成Jなどの保樟措震を定めたものであり (2条 1項 b)，学年主任により作成され (22条 1項)，

校長の裁可を必要とする (2条 2噴)。 学年主任は計陣立案の際に， Schulhortや寄宿舎および

ピオニール組織.FDJグ、ループの活動計酪との調整を考慮しなければならない (22条 1項)。

教師の作成する単充分割計調は r各教科 (Fach)での精密な単元の分割と授業の方法的形成

についての言及を含むものJ(2条 1項 c)であり， 校長の裁PJを必要とする。 Schulhortと

宿舎の活動計画は，そこでの「生徒の学習活動の援劫措置および自由時間形成の篠定Jを含む

もので (2条 1項 d)，1~4 学年， 5~8 学年， 9~1O学年，の各段階に分けて作成され (5 条 1 ・

2項)，これも校長の裁可を必要とする (2条2項)。時間計画は，各学年単位に作成され，教育

よび父母協議会で協議した上で，校長により郡学校委員会に提出される (3条 5項)。課

外の生徒の自主活動は， 授業終了後の 2時間が当てられ Arbeitsgemeinschaften(各種のグ

ラブ・サークル活動)， Kurse (講習・講座?)， Schulsportsgemeinschaften (スポーツクラブ)

などの活動を展開しその活動に捺して，ピオニール組織や FDJとの協定が必要な場合には

校長がそれにあたることとされている (6 条 1~3 項)。

以上が，教育課程管理に関する SchO上の規定である。特徴的なのは，学校の教育活動に

関する基本計画である年間活動計画の作成に学校の教育組合グループが参加し，かつ教育会議

(既述したようにこの会議の構成メンバーには父母協議会議長， 企業・ LPGの代表も入ってい
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る)の協議を経て作成されることとなっている点、である。 これは憲法上の基本権であるところ

の Mitgestaltungの権利の一つのあらわれといってよい。明確な規定はないが，その他の諸計

画の作成にも r集団協議J，r協働J原則が適用されるとみてよい。

ところで問題は，患の Lehrplanに対し教員がどのように関与できるのか， という点であ

る。 この点については AOVB(r教員の権利・義務に関する政令J)に定めがある。そのz条6

項 cは， 教員の権利のひとつとして次の如く定めている。 r(教員は)わが労働者・農民閤家の

学校政策・教育立法・社会主義的教育学の発展に，公開討論・審議・教育会議 (Konf巴renz)，

(Kongressen)などへの参加を通して，寄与する権利をもっ。また，本質的な批判や改善

の提案により，教授プラン・教科書・教授手段・学校建築などの形成や，国民教育機関および

施設の管理活動や活動方法の改善に参加 (mitwirken)ずる権利をもっj と。 ここに明らかな

ように，教師は多様な方法で，教授プラン・教科書の「形成Jに「参加する権利」を有してお

り，その意味では閣の作成する教授プランに対し従属的な地位にあるわけではない。教授プラ

ンの基本的拘束性と教授プランの共間作成権の保揮という基本的サイクルの中で学校及び教師

の教育活動は幾関しているといってよい。

(6) 教員の地位と権利

オーベルシューレの教員 (Lehrer，Erzieher)の任務 (Aufgabe)・責任 (Verantwortung)・

義務 (PRicht)・権利 (Recht)・地位 (Stellung)などについては， SchG (第 3章第 9条)， SchO 

(第5章第 23・24条，第 6章第 25条)および AOVBが定めている。

イ 教員の任務 以上の 3つの法令から教師の任務に関する規定をひろうと以下のとお

りである。「教師は，労働者階級と密接に結びついて，青少年を社会主義の精神で司11育し，社会

主義における生活の準備をなさしめ，青少年自らが不断に自己の政治的・専門的存陶冶に努力

するようにする名誉ある任務を負っているJ(SchG 9条 1項)， r教師は， 自らに託された生徒

を社会主義的に陶冶・司11脊し，披らの模範になるという責任ある任務をもっJ(SchO 23条 1

項)， r教員 (Lehrkrafte，Erzieher， Leiter)の最重要の社会的任務は，質の高い社会主義的陶冶・

訪日育活動を遂行し，管理し，保証することにあり，そのことにより子ども・青少年……の精神

的・身体的能力を全面的に発燥させ， 国民および民族の福祉に寄与することにあるJ(AOVB 

2条 1項)。これらの規定より明らかなように，教員の任務は，青少年の社会主義的人格の形成

にあり，従来の「反ファシズム・民主主義・平和j を基本原理とする人格の形成から一歩前進

し，社会主義社会の形成者としての青少年の陶冶・笥11育をその中心的任務としており，この点

でそれ以前の教師に託された任務との本質的相違をなしている。

ロ 教員の義務 以上の任務を遂行する上で，教師には以下の如き具体的な義務が課せ

られている。 これを AOVBに定められている教員の義務規定との関連でみると，次のように

なる。 (a)陶治・言11育活動との関係でみると， r(教員は)陶治・ wIl育活動を，社会的実践なかん

ずく生産労勘および社会主義の勝利をめざす勤労者の闘争と密接に絵合し，生徒をして労働，

労働する人間および祖障への愛情を育てるように訓育することJ(2条 2項 b)， r国家の教授プ

ラン，社会主義的教育学者のすぐ、れた認識，他の諸科学・技術ならびに民族のすぐれた文化遺

産にもとづいて，かつ労働と密接に結合して，授業を形成することJ(開 c)，r青少年が，社会

主義的共同生活 (Gemeinschaftsleb邑n)の形式・方法を獲得し， 人間相互間の社会主義的語関

係の発展に参加し，教員自らの労働・社会的態度の中で子どもたちに社会主義的モラルの規律

保持の模範を与えることとなるように， 自らの陶冶・雷11育活動を形成することJ(同 d)などで
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あり， (羽生徒との産接的関係では， rFDJ，ピオニール組織"エルンスト・テールマン“を支

援し学校激策上ないしは教育実践上の任務を遂行していく際に彼らと筏接に協働すること」

(向 f)o(c)企業との関係では， r生徒の言iI育に際して，企業労働者・生産協同組合農民と密接に

協働しまた総合技術陶冶に際しては，最新の技術および企業に適用された革新者方法 (Neue-

rermethoden)に立脚することJ(同 e)，(d)父母との関係では， r再親との，特に父母協議会，

年父母アクティフとの密接な協働を推進し，彼らの活動を援助し言iI育活動の改善のための彼

らの指摘を考慮することJ(1司 g)，(e)地方人民議会とその機関との関保では， r要請にもとづい

て地方人民議会とその機関の前で，自らの活動についての報告をなし (Rechenschaftablegen) 

かつ常設委員会とそのアクティブと密接に協撤すること， (f)教師自らの自己陶冶との関係で

は rマルクス・レーニン主義， 専門科学の学習を通して， また， 課程 (Lehrgangen)， 講習

(Kursen)，講演 (Vortragen)，大学の聴講 (Hospitationen)などに体系的・目的志向的に参加

することにより，自己の再陶冶をはかることJ(間切などとなる。このうち， (a)および (f)は，

教員の在務から必然的に出てくる義務ということができ， (b)~(日)は，学校教育が国民の「固有

の事柄j であるという原則から出てくるところの義務規定であるといえよう。

ハ教員の権利 同様に AOVBに規定されている教員の権利についてみると以下のと

おりである。同教育活動との関係では， r社会主義的陶冶・雷11育活動の出題(Fragen)につい

て，自らの経験・認識を口頭・文書で宣伝すること，公開討論・協議・教育会議 (padagogische

Konferenzen)， 議会 (Kongresse)などへの参加を通して， わが労働者・農民国家の学校政策

や教育方法，社会主義的教育学の発展に寄与すること，本質的批判や改善の提案を通して，教

授プラン・教科書・教授手段の形成や学校建築に，更に国民教育機関・施設の管理活動や活動

方法の改善に参加 (mitwirken)することJ(2条 6項 c)，(b)自己の再調冶については， r自らの

政治的，教育実践・方法上での，更に専門的な再陶冶 (Weiterbildung)に関して，権限ある国家

機関・経済諸機関と資格向上協定 (Qualifizierungsvereinbarungen)を結ぶこと，課程・講習・

再陶冶会議 (Weit巴rbildungstagungen)，通信教育 (Fernstadium)に参加すること，ならびに

専門科学上の研究出張 (Exkursion)を企闘することJ(問 e)， および「国や社会的諸組織のク

ラブハウス (Klubhausern)，教師・知識人のクラブハウス，他の文化諸施設の中で，盟や教育

組合の援助をえて， ゆたかな文化的・精神的生活を発渓させることJ(間 f)，(c)国や地方の国

家機関との関係では， r地方議会とその機関，とくに常設委員会とその活動に参加 (mitwirken)

することJ(河 b，なお教員の被選挙権は苔定されていなし、)， r集団で (inKollektiv)， 国の管

理者 (staatlicherLeiter)の弁明を要求し (entgegennehmen)，社会的監督 (gesellschaftliche

Kontrolle)に参加することJ(向 d)，などである。 このような規定から明らかなように， 教員

は自らの実践を基礎に教育内容の形成を中心として関の教育政策に広く参加する権利を有して

おり，中央・地方を通じての致治・行政過程に参加し，それらをコントロールする権利を保有

している。教員の自己の再陶冶の権利を含めて，これらの権利は，教員が自らの義務の遂行に

十全に責任を負いうるシステムをいかに形成しうるか，ということと不可分の関係で確認され

ている権利であるといってよい。

二教員の任命・懲戒 教員の任命権者は， Kreisおよび Stadkreisの評議会であり

(Verordnung包berEinstellungen， Versetzungen und Entlassungen von Lehrern und Erzi巴欄

hern in den Einrichtungen der Volksbildung. GBl. Teil 1， Jg. 1957， S. 489. 第 1条)，

個別の労働契約 (Arbeitsvertrag)により任命される (AOVB3条 1項)。教員養成施設の卒業
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3警は，その採用底域における県の評議会の同意により採用されることとなるの条 1項)。

教員の態戒には，校長による訓告 (Miβbilligung)および懲戒権者による戒告 (Verw巴is)，

より重い戒告 (strengerVerweis)，無期限の免職 (fristloseEntlassung)，校長のばあいの降職

(A b berufung)などがある (AOVB16条 3項)。訓告のばあい，校長は教員経合学校支部の意向

を聴取しなければならない (15条 2項)。訓告に対する抗告 (Beschwerde)は， 14日以内に懲戒

権者 (Kreisおよび Stadtkreisの Rat)に提出し組合執行部の意向を聴取の上，最終的に決定

する (15条3項)。また，訓告は， 6カ月以内に校長により取り消すことができる(勤務成績良好

と認めたばあい， 15条 1項)。他の懲戒は，校長により懲戒権者に具申される (16条 l顎)。違反

者は，その際諮問の機会を与えられ，かつ総合執行部に対しても聴聞の機会が付与される (16

条 2・5項)。懲戒処分の決定に際しては「全ての状況の全体が考慮されなければならずJ(16条

7項)， r懲戒手続は，社会主義的教育と社会主義的意識の発展に貢献するものでなければなら

ないJ(16条4項)。懲戒権者は，戒告のばあいは Ratの議長の委任にもとづき Schulratが，

より重い戒告のばあいは Ratの議長が， 無期限の免職のばあいは RatCt.の、が， 校長の降職

のばあいは議会 (Kreisおよび Stadtkr日is)があたる (17条 1項)。懇戒罰に対して， 被処分者

は抗告 (Einspruch)を2週間以内に紛争委員会 (Konfliktkommission)に提訴できる (18条 1

項)。抗告に当り被処分者は，処分事由を文書で請求できる (18条 2項)が3 抗告により処分の

延期はできない (18条 3顎)。

(7) 学校と地方国家機関

1961年 3月に国家 会は r地方人民議会とその機関の担務と活動方法に関する規則j

を制定した。この規即は， Bezirk， Kreis， Stadtkreis， Kreisangehδrige Stadt， Gemeind巴の各

地方団体毎の独立した規則として制定されたものであり，それぞれに学校と地方の国家機関と

の関係，地方諸機関の教育事務の内容などについて定められている。

イ 国家機構の社会的編成の纂本原則 上記の規則は，国家権力の地方諸機関の任務

(事務配分)を主要に定めたものであり，移行期の最後の設階における地方制度を体系的に定め

たものといえるが， これに先き立ってすでに 1958年前後より， 菌家権力内部の中央と地方の

関係を規律する法令が制定されてきていた。 (a)r国家権力の地方機関に関する法律J(1957)， 

(b) r地方人民議会に対する人民議会の権利と義務に関する法律J(1957)， (c) IDDRにおける国

家機構の活動の完全化と街素化に関する法律J(1958)， (d) r県評議会に経済評議会を設置する

政令および郡評議会付設計画委員会の任務と構造に関する政令J(1958)， (e) r臨僚会議による地

方評議会の管理に関する規則についての決議J(1958)， (f) rラント議会露止法J(1958)， (g) r閣
僚会議法J(1958)， (h) r菌家評議会設置法J(1960)などがそれである。

これらの関連法の意留は， 地方の関家諸機関(地方人民議会と評議会を中心とする)への

住民の参加の拡大，菌家機構の中での地方諸機関のイニシアティブの強化と責任の増大，とを

中心原理として間家機構全体の社会主義的編成を実現するところにあった。 IDDRにおける社

会主義の一層の建設は，地方人民議会のイニシアティブのより強力な発践を必要としているJ

(上記 bの前文)， rこれらの法律 (a，b， c一筆者註)は，社会主義的員主主義の一層の発肢の基

礎をなす。 これらの法律は，勤労者の国家・経済の管理への意識的で麗接的参加を保障した」

(fの前文)， r国家機構の活動の完全化と箆素化により，厳密な中央の計画と管理および勤労者

の国家・経済の管理への最大限の参加との統一が一層徹患的に実現されねばならないJ(c)， 

r(b， cの法律にもとづいて)閣僚会議は民主集中制の諒出を全菌家活動の中で貫き，……厳密
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な計調と管理との統一的実現を強化し，勤労者の国家・経済の管理への最大限の参加を強化す

るj(g)， r労働組合，他の大衆諾組織， NFDDの委員会に対して， (間家的地方的レベルで)計

調の準備・実施に際して，一層強力に参加できるところの大きな可能性が付与されなければな

らなし'j，r地方人民議会とその評議会とが，その管轄区域における社会主義建設の管理に対

し高度の責任に従事できるようなよりよい条件が創出されなければならなし、j，r全国家機構

において，管理至上主義的方法 (Methodendes Nur-Administrierens)や，所管にこだわる

活動方法 (Methodender ressortmaβigen Arbeit)が除去されることが重要であり， 国家の

活動が労働の場で、の創造的人間のかたい結合に立脚するようにならなければならなし、j(以上 C

前文)。

これらの諸法律がそれぞれの前文等で確認しているところの国家機構の社会主義的編成の

基本原別について，特に Cの「国家機構の活動の完全化と簡素化に関する法律j は，その第 2

条で，盟家機構の管理活動の改善に関する 6康郎を明らかにした。それは， (1) r全国家機関の

活動， 特に国民経済の計画と管理に対して， 民主集中制の原射が適用されるj，(2) r生産・経

済の管理における勤労者の意識的・創造的参加 (Mitwirkung)の権利が磯保される。計画の作

成， 経済の管理を通して， 労{動I組合との密接な協議が導入されなければならないj，(3) r国家

行政の中央機関は，その活動を基本問題の決定に集中し，その実施の監督を確保するj(引「国

家権力の地方機関に関する法律 (1957.1.17)に従って，これらの機関にはその管轄区における

国家的・経済的課題に対する完全な責任が委託されるj，(5) r工業・農業・建設業の企業の作戦

的管理は，その生産点により近く移されねばならない。 企業の作戦上および経済上の自立性

は，国家計画の範囲内で強化されねばならない。工場長の間有責任は高められねばならないj，

(6) r研究・教設 (Lehre)における科学的活動は，社会主義建設の実践とより密接に結合されね

ばならない。Jなどである。 ここでは，中央機関は基本的問題の決定監督に集中し，その地の

菌家的・経済的課題の計繭・管理は可能な限り地方諸機関・企業の生産点に移し地方の責任

を明篠化し，かつ責任を地方諸機器に分散する，というかたちで、民主集中制の原期が適用され

ていることがわかる。 1961年の「地方人民議会とその機関の任務と活動方法に関する規那J

は，以上の経過と諸原則にもとついて制定されたものである。

ロ 地方の盟家機関別にみた教育事務配分 ここでは地方の閤家機関がそれぞれ学校教

育(オーベルシューレに限定)に対しいかなる任務(事務配分)を有しているかをみる。これに

ついて規定しているのが，上記の「地方人民議会とその機関の任務と活動方法に関する規則」

であり， これは， Bezirk (県)， Kreis (郡)， Stadtkreis (市)， Kreisangehorige Stadt (町)，

Gemeinde (村)毎に独立した規則の形態をとっている。これら諸問体ごとにその教育事務の西日

分をみたのが次頁の表である。

この表の個別の説明は省き，特徴的な点にふれる。 (1)学校の主要な管理機関は郡および市

の罰家機関である。これらの機関は， SchG， SchOの実施の権限を有し，学校の教育活動の指

・監督権をもち， 人事の主要な権限を有し， 就学義務の監督権を有している。 (2)これに対

し，県は，郡および市の学校管理権の行使に対する指導監督権をもち (SchG，SchOの実施，

および学校教育活動の指導・監督などに関して)，そのほかは，郡・市の活動に対する援助・助

成・調整・指導・交流などの権隈となっている。 (3)米端地方団体としての町・村の権浪は，二

つにわかれ，ひとつは郡・市の学校管理活動に対する援助，協力・助成であり，その意味では

郡・市の学校管理活動に対し協勘の構成員として参加するとし、う性格が強いといってよい。 f出
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Bezirk (県) Kreis (郡)

SchG， SchOの実施の監督 SchG， SchOの実施

郡及び市における淘冶・認JI育活動の管還の指 陶冶・苦iI育活動の指導・駿替

君事・笠替

--“自陣骨州暢静柑胴船--町ーーーーーーーーーーーーーーーーー』回目倒防W 悼 制 ー - ー - . 園 田 ー ー 司 - - - - - - 苧 - - 南 町 - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー--回--曹W 柿軸岬----・事由a町崎伊』・》昼時開----相当件司幹圃』・・・.-------恥町司令件"陣枠内特骨--胸骨古田明ぜ肉'・----輔悼骨骨榊匹・，凶ー_.・ー骨向相桝-----

陶 総合技術陶冶・習11育の助成活動の調整 総的合技礎術院号冶 拡大オーベノレシューレの職業
治 泰 寺警戒の強化のための全専門機関の協働

. とすべての企業及び施言語設の援助

謬11 書長・B陶e冶施設付設の 員会ならびに協議

予寄
会 (Beirate)に依拠する

ーーーーーー一一一一ー一一一一一一一一一一一一両陣角『ーー------，昼間ー司・崎榊掛巴圃峰山山田園田町間百聞+同+向拘品目喧今回目一一ー一一一一一一一-----一一一一一一一-一一一州骨納骨陶市阿嶋崎一一一一ーーーーーー司ー同軒町崎岬椙山一一州一

j舌 教育実践の改善幸の際の Lehrer，Erzieherに
動 対する援助

陶冶・認JI育活動の問題に関する調査 同 左

校長及び施設長に対する指導

と学
学校と企業・科学研究所・父母協議会・ピオ 学校と同左諸組織との簡の協働の実現と経験

の空

ユーノレ組織 .FDJなどの大衆錦織との簡の 交流の組織化

協働の効成ならびに経験交流の助成

協他
組 教締 (LehrerErzieher) と教育科学者との 同 友

働織
協働に対する援幼

教員 (LehrerErzieher)後継者の募集の指導 教員後継者の募築

教 教員養成施設の卒業者の昔日・市への昔話りふり 教員養成施設卒業生の配絞 (Einsatz)
員

に対する指導
の

人

毒事
教育知識人の助成・権利に衡する規定の実施 同友規定の笑施

ぺザご
の援助・監督

の

他 全教員の体系的な能力向上

就学義務の監督(厳守 Einhaltung) 

(溺民教育の言果懸解決のための)物的諸条件の 間 左

確保の援劫

父 父母協議会選挙の準備・実施の指導 同 2己
母

(NFDD 県委員会と協織して) (NFDD郡委員会と協働して)協
書室
会

校 校外敵i育活動の援助・皇室督 校外訪11育施設の活動の管理・監督
外

青少 休暇形成 (Feriengestaltung)の実施の指導 休綴形成の実施と郡にある関係施設の弦替

年活

動
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Stadtkreis (市) Kreisangehorige Stadt (町) Gemeind (村)

F事 左 SchG， SchOの実施の援助 隠 左

同 左 陶(冶・雷11育活動の改善冶幸の協力 陶i治諺11育活動の援助
校長，襲設長は陶 ・語糊動の状況に) (同 左〕
ついて 会及び評議会に報告義務あり

司司自市噌州嶋崎骨骨柑#輔副ヤ岬州降四月冒-------司副司時四ー司州司晴間引駒州.-抽圃戸ーーーーーーーーーーー両戸峰崎州向州骨角均岬両両.-抽晶司...ーーー咽E 白骨引開晶画M輔榊州州刷嶋崎静岡巴世ー『ーーーーーーーー回目.附帽助州場#嗣炉停.----ーーー両信古物州岬ザ_.-神州僻刷情州砂舟尚持制骨骨内手柄仲骨酬舟崎ーーーーーーーーーーーーー『ー

同 ti. 総合技術授業の改養，生産援業自の適法的実 生産授業日の適法的実施の

施の援劫 援助

“ ー ‘ ・ ・ ー ・ 曹 関 ー ・ ー ー ー - - - - 情 柑 嶋 崎 ー ー ー ・ - - ----噌昨州制#四四引相#制榊骨市M凶榊制ザ即時匂手陣司曹司咽開咽..-司守川内内#奇声仲神Mゆ----・・・ーーー---_.舟ゆ幡町.-----・ーーーー-.-----"吋--凶a ・・・・ E圃時H悼『倒悼拘嶋悟・件崎--，，-.晶崎静---砂副梓 F晶圃司ー-.・F司ー..-・ーーーー

同 友 妨害のない授業及び身体訓育の穣保に対する 向 左

援助 学校の年間活動計磁の協議

及びその実施の際の協力

同 2己

間 左

間 左 学校と企業・父母協議会・ピオニーノレ綴織・ な し

FDJなどの大衆組織との関の協働の助成な

らびに経験交流の助成

F者 左

fiu 左 教員後継者の募集への協力 ts:. し

間 Z己
(校B(長e霊se長長ー包は教un員管gの)，t国長転に民は任紹教そ，介育解のさ施着雇れ設の任るへ際前ののに配協，置力議会ι)

同 左

(施設え教員は議会に)
紹介される

同 左

同 左 校長・教員の表彰の際の協力 同 左

教育知識人の住宅の潟意 同 左

間 ti. 就学義務の監督への援助 関 左

物的諸条件の確保 (学校政策課題解決のための)物的諸条件の確 同 左

保

父母協議会選挙の準 父母協議会選挙の準備と実施 同 左

備・実施(同左) (NFDD地方委員会と協働して)

父母協議会活動の援助 同 左

同 左

休綴形成の実施と市に 休(暇形成委の準備と実施協 同 左

ある関係施設の監督
休綬員会，父母議会その他総織と協)
綴iして

ピオニーノレ組織， FDJの活動の援助 同 左
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のひとつは，父母協議会の選挙，学校の物的諸条件の確保，休曜形成の笑施，などにみられる

ように，これらの任務に関してはその実施主体として位置づけられており，逆に県・郡がこれ

らの活動の護劫・指導・監督にあたるという形になっている。なお，郡・市の機関は， (1)でみ

た諾権限のほかに，学校と諸機関・諸組織(郡・市の議会付設委員会，評議会の補助機関とし

ての Fachorgan，協議会，企業，校外部i育諸施設，科学研究施設，父母協議会，青少年組織

など)との協働活動の組織化，経験交流や，教員の再教育・研修の実施，校長・教員への指導

(Anleitung)などに関する任務をもっている。

ハ 郡の毘家機関(郡人民議会) 以上みてきたように，学校管理機関の中で郡および市

のそれの比重が大きいので，ここでは小論のテー?とははなれるが，郡の閤家機関の組織・権

限・任務などについて最後に言及しておく(市もほぼ郡と同様であるので郡に限定する)。

郡の国家機関は，郡議会 (Kreistag)とその執行機関としての評議会 (Rat)とによりなっ

ている。郡議会は， r民主的な選挙により選出されj(r郡議会およびその機関の任務と活動方法

に関する規則j1の 1)たところの住民代表機関 (Volksvertretung)であり，その地域内の「爵

家権力の最高機関j (1の5)である。郡議会は r法律及び人民議会の決議，国家評議会の発布

する Erlasse及び決議，閣僚会議の Verordnung(政令)及び決議，県議会の決議などの執行，

ならびに特に国民経済計画の執行に寅住宅ピ負う j (1の 1) とされ， かつ「郡の展望計器 (Peト

spektivplan)，年次経済計闘，予算計画の作成・決定・執行， 社会主義的生活の発展，公の秩

序の維持，社会的所有の発展の保護，市民の権利の保障」は r郡議会の主主在j とされている

(1の 1)。

郡議会は，これらの任務の遂行にあたっては， r市民とくに社会主義的ブリガード(作業班)

の勤労者のイニシアティブと協力 (Mitarbeit)の縄放， ならびに社会主義的協業 (Gemein-

schaftsarbeit)の他の諸形態をとおしてふ また「町議会，村議会，企業，諸施設(学校はこの

中にはいる一筆者註)， および郡の全ての住民の積極的参加 (Mitwirkung)に依拠j(1のめし

てその遂行にあたらなければならない。また，諸計留の作成にあたっては， r町・村の国家権力

機関や，郡内の中央・県の所管企業・施設などと調整しつつその計画を作成しj (1の2)，

の笑施にあたっては r労働者階級の政党の指導や NFDDとの密接な協働 (Zusammenarbeit)

により，勤労者の行動性・創造力を発展j (1の3)させることによりその実現を確保しなけれ

ばならない。

郡議会は，上級国家機関の法令・決議や国・県作成の基本計画の実施にあたり，自ら決議

を制定することができ (1の7)， かつ計画を作成しなければならないが， このような郡におけ

る政策決定過程に対しては， 以下のような具体的な措置をとらねばならない。 r郡の発展に関

する基本課題Jに関して rNFDDの郡委員会との共同会議 (gemeinsameTagungen)jを開催

すること (IIの2)，r社会主義的ブリガードや Arbeitsgemeinschaftjの如き社会主義的生産

諾組織の労働者 rArbeiterforscher， Bauernforscher， Neuererj など生産技術・組織の突践

的研究者・改革者 rrngenieure，Techniker，科学者，匿者Jなどの科学・技術者教育者

(教師宅ど含む)，芸術家」その他手工業生産協同組合員などを，適宜議会に招講し彼らのも

つ緩験・研究成果，専門鑑定 (Gutachten)，見解 (Auffassung)jを聴取しそれらに依誕して

f国家的管浬活動の改善のための最善の経験を一般イねすること (IIの3)， r重要な決議案は，

議会での審議の前に住民の協議に付しj， rNFDD， FDGB (自由ドイツ労働組合連合)， FDJ 

その他の大衆組織と密接に協働して， 集会・新聞・その他の形態で住民の討議に付しj， そこ
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からの「提案 (Vorschlage)，発議 (Anregungen)を利用し尽くすj こと (IIの5)，議案の作成

者(評議会，議会委員会，議員など)は， その作成にあたり「定評のある実践家 (Praktiker)，

科学者，専門家，評議会所属の専問機関の職員 (Fachorganは評議会の補助機関であり，た

とえば閤民教育課 AbteilungVolksbildungもこれに入る一筆者註)，評議会付設の協議会

(Beirate，現述の総合技術協議会などもこれに入る一筆者註)，などの経験や参加 (Mitwirkung)

に依拠j すること (IIの5)，などである。

以上からわかるように，都議会は上級国家機関の法令および決議の実施に責任を負う機関

であり，その意味では「労働者・農民国家権力の統一的システムj(間前文)の構成部分として

位寵づいているのであり，分権化された国家機関の一部をなす機関で、はない。しかし郡議会

は問時にこれらの法令・決議にもとづきつつ，その実施に関する意思形成を独自に決定する権

限を有するところの郡内の最高国家機関であり，その意思形成過程には広範な住民・勤労者・

諮問体・諾組織が参加し協働し，それらのイニシアティブ，創j造性に依拠してその独自の政

策を形成するわけであり，憲法上の基本権である共同形成権・共同決定権が具体的制度として

保樟されているのである。また上級国家機関の法令・決議も陪様に共同形成権・共同決定権に

依拠してきめられるのであり，また下級閤家機関の意思が反映されるシステムがとられている

のであり，その意味では上級国家機関の法令・決議に対して単なる従属関係に位置しているわ

けではない。ここに国家機構の編成上の民主集中原到の適用をみい出すことができる。

ニ 郡の国家機関(郡の Ratおよび Fachorganについて) 郡の評議会 (Rat)は，郡議

会によりその議員の中から選出されるところの執行機関であり， Iその全活動にわたり，郡議会

に責任を負い，報告義務を負っているj(IlI-Aのお。評議会は，上級菌家機関の法令・決議，

各省の省令 (Anordnung)および施行規那 (Durchfuhrungsbestimm ungen)， 県議会及び県評

議会の決議，郡議会の決議の「執行を組織化j するところの機関であり，下級の町・村の評議

会に対しては「指導・監督に資住を負し、j， その「管理活動の改善を援助し， 課題の突現に際

してはそのイニシアティブの発展を助成する」任務を負っている (III-Aの1)。評議会はその

任務の執行にあたり決議を制定することができる (III-Aの4)。

評議会の下には， 評議会の各構成員(約 20人)の責任領域毎に専門機関 (Fachorgan)が

され，それぞれの事務の執行にあたる。専門機関の長 (Leiter)は，議会の同意のもとに評

議会が任命し (III-Cの 2)，関保評議会委員による指導と指示を与えられる。評議会委員は，

それぞれの所管企業・施設の長に対して指示権をもっ (sindweisungsberechtigt， III-Cの 1)。

専門機関は I郡所管の企業・施設に対し 科学の最新の認識および最善の経験を……提供

しj，専門機関の長は， I所管施設の長に指示権をもっj(III-Cの3のc)。なお，オーベルシュー

レ関係の評議会委員は Schulratであり，専門機関は国民学校課 (AbteilungVolksbildung)で

ある。

郡の執行機関の組織の大要は以上の如くであるが，これら諸機関による事務の執行におい

ても， I住民のイニシアティブはいっそう開放されなければならなしつ (II-9)とされている。「君s

および評議会の委員は，その決議を可・村の議会に対し説明しこれらの機関が決

(郡の)を創造的にかつ間有支任をもって (eigenverantwortlich)実施するように援助するj

(II-9のb)，I郡議会の議員及び評議会の委員は， NFDD， FDGB， FD]その他の大衆諮組織と

密接に協働し住民を決議の実施にひき入れるため，企業・施設・居住区で，全ての重要な決

議を説明するj(II-9の c)，I評議会は， がその活動をするにあたり， また選挙民に
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報告を行う擦に，必要な資料・情報を提供し，かつ，社会的諮組織とくに NFDD，FDGB， 

FDJ，町・村の議員などの協働を組織化するJ(II-9の c)，r評議会は，企業開・施設聞におけ

る社会主義的競争 (Wettbewerbe)， 経験交流， 実綴の比較などを援助し， また町・村の間の

経験交流・実績の比較などを組織化するJ(II-9のe)，r決議の実施過程においては，住民によ

る全面的監督 (Massenkontrolle)を組織化するJ(II-9のg)，r議員・評議会委員，専門機関の

職員は，企業・施設・居住庄で報告を行い，住民各層との討論を組織化するJ(II-9のi)，r評
議会の委員は，住民の提案，指摘，苦情 (Beschwerden)などを，管理活動の改善のために利

用し尽くすことJ(III-cの 1)，などの諸規程は，行政事務の執行過程において，所管の企業・

施設や下級の罰家機関，大衆団体・組織・居住区の住民の協働・イニシアティブ・創造性など

がし、かに重規されているかを示すものであり， "plan巴 mit，arbeit巴 mit，regiere mit!“の原則

が地方の政治的・行政的過程においても中心的寵則となっていることを知る。

なお，郡議会は町・村の議会に対し，郡評議会は町・村の評議会に対して，指導・監督責

保を負っているので， この点についてふれる。郡評議会による町・村議会の指導・監督関係

は，以下の方法で行われる (1-8)0 (1)決議の昔話定， (2)町・村議会の決議の実施状況・管理活動

の発展についての報告を求める， (3)町・村議会，及び議会の常設委員会 (standigeKommis-

sionen)の相互間での経験交流の組織化， (4)町・村議会の活動の分析にもとづいて，その活動

の積極面，消極面を明らかにし(その際，町・村議員からの批判・指摘を考慮する)，そこか

ら郡の機関の活動の改善や，町・村議会の活動の改善についての結論をひき出すこと，などで、

ある。また，郡評議会による町・村評議会に対する指導・監督は， (1)郡評議会の決議，ならび

に町村評議会に対する報告の求め， (2)前進的絞験の交流， (3)郡評議会と町・村評議会との共

同会議， (4)関係町・村評議会全体による協議， (5)以上にもとついて，郡評議会議長は，町・

村評議会議長 (Burgermeister)に対し協議，適宜の援助，指示 (Weisungen)などの方法に

より指導すること，などにより行われる (1II-Aの 11)。なお，県議会の決議に法令違反がある

ばあいには人民議会がこれを耳元り消すことができ (r地方人民議会に対する人民議会の権利・義

務に関する法律J3条 3項)，地方人民議会の間で意見の相違があり上級地方人民議会がそれを

解決できない場合は， 人民議会内の「地方人民議会のための常設委員会」がこれを決し(問 5

条 a)，地方評議会の決議に法令違反がある場合で，かつ地方人民議会および評議会自身がそれ

を取り消さない場合は，鴎僚会議がこれを取り消すことができる (r閣器会議による地方評議会

の管理に関する規則の決議J6)。 また法令違反の地方人民議会の決議で，かつ地方議会自らが

その取り消しをしない場合は，人民議会の決定があるまで，閣僚会議はその決議の実施を延期

することができる(開 6)。


